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ӏƼෞᝲ者ᘮܹǁの対応にƭいて 
į民年ඥ施ᘍᙹЩӏƼଐ本年ೞನの業Ѧᢃփに関するႾˋのɟᢿを

ોദするႾˋの施ᘍにƭいてᲩଐ本年ೞನඥᲢɟᢿ৷ቦᲣ 
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࿌書䛅（ᖹ成 㻞㻡 年 㻟 ᭶）㻌 㼜䕿より引用㻌
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įやむを得ない事由による措置に関する 3＆# 

ƂӋᎋƃᎊ人țȸȠの入所措置のؕแにƭいてᲩ居ܡにƓけるʼᜱ等にかかる措

置にƭいて 

 

ᇹ１２ᇘ ᩿˟制ᨂ ᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷ ��� 
Ĭ᩿˟の制ᨂのᎋƑ૾ 

ĭ᩿˟制ᨂのؕ本ႎ対応にƭいて 

ȷ᩿˟制ᨂの要ԁのЙૺᲩ᩿˟制ᨂɶの対応にƭいての౨᚛ 

Į᩿˟制ᨂのᚐᨊ 

ȷ᩿˟制ᨂᚐᨊのЙૺᲩ᩿˟制ᨂᚐᨊ後の᩿˟૾ඥの取りൿǊ 

į᩿˟制ᨂに関するＱ＆Ａ 

ƂӋᎋƃ住民票の᧠ᚁȷʩ˄制ᨂ、ȞǤȊȳȐȸのɧᅆ措置にƭいてᲩ民事̬

μඥɥのˎϼЎ申し立て 

 
ᇹ１３ᇘ 成年後見制度の活用 ᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷ ��� 

Ĭғ市町村長申立のᎋƑ૾ 

ȷ成年後見制度利用支援事業 

ĭ成年後見制度のಒ要 

Į成年後見制度利用̟ᡶؕ本ᚘဒにƓけるೌ利ઢᜱ支援の地؏ᡲઃȍȃȈȯȸǯ 

ȷ地؏Ѽਙ支援ǻȳǿȸのࢫл 

įଐࠝဃ活自立支援事業と任ॖ後見制度 

İ成年後見制度の活用に関するＱ＆Ａ 

ıᖋࢳ対応にƓける成年後見人等のࢫл 

ƂӋᎋƃೌ利ઢᜱǷǹȆȠのμ体 

ƂӋᎋƃ成年後見制度申立から後見業Ѧڼまでの්れᲢғ市町村長申立の場合Უ 

 
ᇹ１４ᇘ ̾人ऴإの取り扱い ᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷ ��� 

Ĭ高齢者ᖋࢳ対応Ǳȸǹ˟ᜭや地؏ǱǢ˟ᜭでのऴإの取扱い 

ƂӋᎋƃžദ࢘なྸ由ſに関するᎋƑ૾のӋᎋ̊ 

ĭ̾人ऴ̬إᜱが必要な対応̊ 

 

ᇹ１Ჯᇘ 居住の実७と住民票ႇ地が異なる場合の対応 ᶷᶷᶷ ��� 
Ĭ居住実७と住民票がずれている場合のᎰѦሥੋにƭいて 

ȷ事実ᄩᛐᲩやむを得ない事由による措置Ჩᬍ長申立て 

ƂӋᎋƃ施設入所者ǁのғ市町村長によるඥܭ後見申立てのᎰѦሥ ᲢੋிʮȫȸȫᲣ 

ƂӋᎋƃ̓ ᜱ̬ᨖඥ 地؏支援事業にƓける住所地ཎ̊者に対するǵȸȓǹ実施ɼ

体のᎋƑ૾ 

 

ᇹ１Ჰᇘ Ӌᎋ ᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷ ��� 
○家ࡊϋのᖋࢳに関するׄඥのൔ᠋ 

○ᨦܹ者ᖋࢳ᧸ഥඥとの関ࣱ̞ 

ȷᨦܹ者ᖋࢳ᧸ഥඥに関する 3�# にƭいてᲢɟᢿ৷ቦᲣᲩᨦܹ者ᖋࢳにƓけ

るᖋࢳ᧸ഥඥ制の対ᝋር 

○高齢者ᖋࢳӏƼೌ利ઢᜱ業Ѧに関する関̞ᡫჷ等ɟᚁ  

 

૰ዻ ᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷᶷ ��� 
Ĭ高齢者ᖋࢳの᧸ഥ、高齢者のᜱ者に対する支援等に関するඥࢷ 

ĭ高齢者ᖋࢳの᧸ഥ、高齢者のᜱ者に対する支援等に関するඥࢷの施ᘍを

៊まƑた高齢者ᖋࢳ事కǁの適切な対応にƭいてᲢᡫᢋӏƼ高齢者ᖋࢳ事

కᡫإ票等Უ 

Į市町村や地؏Ѽਙ支援ǻȳǿȸにƓける高齢者のžǻȫȕȷȍǰȬǯȈſ

ӏƼෞᝲ者ᘮܹǁの対応にƭいて 
į民年ඥ施ᘍᙹЩӏƼଐ本年ೞನの業Ѧᢃփに関するႾˋのɟᢿを

ોദするႾˋの施ᘍにƭいてᲩଐ本年ೞನඥᲢɟᢿ৷ቦᲣ 
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たり、ɟᢿЪᨊ等の扱いをしているᢿЎあり。 
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➨� � ᅇコࣂ࣓ࣥー会議㘓�
 
本人Ặ名                      記㘓者Ặ名             

                    会議日㸸  年  月  日    ศ㹼    ศ 

出ᖍ者 

 

 

虐待事実の 

ุ᩿ 

 

ͤいのሙྜࡣ

事実☜認を⥅⥆ 

ͤ一ⓗゎ消の

ሙྜࡣ発ྍ⬟

ᛶに留意 

1�身యⓗ虐待 ڧ᭷（ุ᩿日   ）ڧい ڧ一ⓗゎ消 ڧゎ消 ڧ ↓ڧ不明 

2�ᨺᲠ・ᨺ௵ ڧ᭷（ุ᩿日   ）ڧい ڧ一ⓗゎ消 ڧゎ消 ڧ ↓ڧ不明 

3�ᚰ理ⓗ虐待 ڧ᭷（ุ᩿日   ）ڧい ڧ一ⓗゎ消 ڧゎ消 ڧ ↓ڧ不明 

4�ᛶⓗ虐待 ڧ᭷（ุ᩿日   ）ڧい ڧ一ⓗゎ消 ڧゎ消 ڧ ↓ڧ不明 

5�⤒῭ⓗ虐待 ڧ᭷（ุ᩿日   ）ڧい ڧ一ⓗゎ消 ڧゎ消 ڧ ↓ڧ不明 

ලయⓗ内ᐜと 

ุ᩿᰿ᣐ 

 ↷を参（         ）ࡣヲ⣽ڧ

 

 

⥭ᛴ対応の 

ᚲ要な≧ἣの☜

認（῝้度） 

 

⥭ᛴᛶが 

 5�生・身య・生活にڧ

関する㔜大な༴㝤 

 �4ڧ

5㹼3 の㛫 

3�生・身య・生活ڧ

にⴭࡋいᙳ㡪 

 �2ڧ

3㹼1 の㛫 

1�生・身య・生活へのᙳڧ

㡪や本人意思の↓ど等 

5㹼3�に࢙ࢳックࡋたሙྜࡣ「支援内ᐜ」の「⥭ᛴ対応」の࢙ࢳックへ 

 

 事実☜認の⥅⥆へ、ࡣ不明・・・不明のሙྜڧ
理由（                                                ）

本人の意見・ᕼ

ᮃ 
ᮍ☜認ڧ 不明ڧ

㣴護者の意見・

ᕼᮃ 
ᮍ☜認ڧ 不明ڧ

の家᪘・後ࡑ

見人等の意見・

ᕼᮃ ڧ不明 ڧᮍ☜認

⫼
ᬒ
要
ᅉ 

高齢者本人のᅉ子 関係ᛶ・ୡᖏのᅉ子 

ᮍ☜認ڧ 不明ڧ ᮍ☜認ڧ 不明ڧ

㣴護者・ぶ᪘のᅉ子 地域・支援者ഃのᅉ子 

ᮍ☜認ڧ 不明ڧ ᮍ☜認ڧ 不明ڧ

ᙉ
み
・
ス
ト
レ
ン
グ
ス 

高齢者本人のᙉみ 関係ᛶ・ୡᖏのᙉみ 
 

ᮍ☜認ڧ 不明ڧ ᮍ☜認ڧ 不明ڧ            

㣴護者・ぶ᪘のᙉみ 地域・支援者ഃのᙉみ 
 
 
ᮍ☜認ڧ 不明ڧ                             

 
 
ᮍ☜認ڧ 不明ڧ             

ࣃ タ ー ン （ 行

ື・思⪃・ၥ㢟

ゎ決方法等） 

ᮍ☜認ڧ 不明ڧ                                            
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➨� � ᅇコࣂ࣓ࣥー会議㘓�
 
本人Ặ名                      記㘓者Ặ名             

                    会議日㸸  年  月  日    ศ㹼    ศ 

出ᖍ者 

 

 

虐待事実の 

ุ᩿ 

 

ͤいのሙྜࡣ

事実☜認を⥅⥆ 

ͤ一ⓗゎ消の

ሙྜࡣ発ྍ⬟

ᛶに留意 

1�身యⓗ虐待 ڧ᭷（ุ᩿日   ）ڧい ڧ一ⓗゎ消 ڧゎ消 ڧ ↓ڧ不明 

2�ᨺᲠ・ᨺ௵ ڧ᭷（ุ᩿日   ）ڧい ڧ一ⓗゎ消 ڧゎ消 ڧ ↓ڧ不明 

3�ᚰ理ⓗ虐待 ڧ᭷（ุ᩿日   ）ڧい ڧ一ⓗゎ消 ڧゎ消 ڧ ↓ڧ不明 

4�ᛶⓗ虐待 ڧ᭷（ุ᩿日   ）ڧい ڧ一ⓗゎ消 ڧゎ消 ڧ ↓ڧ不明 

5�⤒῭ⓗ虐待 ڧ᭷（ุ᩿日   ）ڧい ڧ一ⓗゎ消 ڧゎ消 ڧ ↓ڧ不明 

ලయⓗ内ᐜと 

ุ᩿᰿ᣐ 

 ↷を参（         ）ࡣヲ⣽ڧ

 

 

⥭ᛴ対応の 

ᚲ要な≧ἣの☜

認（῝้度） 

 

⥭ᛴᛶが 

 5�生・身య・生活にڧ

関する㔜大な༴㝤 

 �4ڧ

5㹼3 の㛫 

3�生・身య・生活ڧ

にⴭࡋいᙳ㡪 

 �2ڧ

3㹼1 の㛫 

1�生・身య・生活へのᙳڧ

㡪や本人意思の↓ど等 

5㹼3�に࢙ࢳックࡋたሙྜࡣ「支援内ᐜ」の「⥭ᛴ対応」の࢙ࢳックへ 

 

 事実☜認の⥅⥆へ、ࡣ不明・・・不明のሙྜڧ
理由（                                                ）

本人の意見・ᕼ

ᮃ 
ᮍ☜認ڧ 不明ڧ

㣴護者の意見・

ᕼᮃ 
ᮍ☜認ڧ 不明ڧ

の家᪘・後ࡑ

見人等の意見・

ᕼᮃ ڧ不明 ڧᮍ☜認

⫼
ᬒ
要
ᅉ 

高齢者本人のᅉ子 関係ᛶ・ୡᖏのᅉ子 

ᮍ☜認ڧ 不明ڧ ᮍ☜認ڧ 不明ڧ

㣴護者・ぶ᪘のᅉ子 地域・支援者ഃのᅉ子 

ᮍ☜認ڧ 不明ڧ ᮍ☜認ڧ 不明ڧ

ᙉ
み
・
ス
ト
レ
ン
グ
ス 

高齢者本人のᙉみ 関係ᛶ・ୡᖏのᙉみ 
 

ᮍ☜認ڧ 不明ڧ ᮍ☜認ڧ 不明ڧ            

㣴護者・ぶ᪘のᙉみ 地域・支援者ഃのᙉみ 
 
 
ᮍ☜認ڧ 不明ڧ                             

 
 
ᮍ☜認ڧ 不明ڧ             

ࣃ タ ー ン （ 行

ື・思⪃・ၥ㢟

ゎ決方法等） 

ᮍ☜認ڧ 不明ڧ                                            
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（බ㈈）東京都福祉保健㈈ᅋ 高齢者ᶒ利᧦護支援センターస成（令元年㸳月∧） 

支援内ᐜ （ ）内にࡣලయⓗ内ᐜを記入 担当者 
ഛ⪃ 

(いつ࡛ࡲ・ὀ意事項等) 

⥭ᛴ対応 

 

   ㆙ᐹへの通ሗ・┦ㄯڧ

   ㆙ᐹへの援ຓ要ㄳڧ  入ㄪᰝ❧ڧ

   高齢者のศ㞳ڧ

   （               ）   措置入所ڧ 

 （               ） ᛴ一保護⥭ڧ 

 （               ）   㣴護ཷクڧ 

  

   ዎ⣙入所 （ዎ⣙支援者            ）ڧ 

 （                 ）  のࡑڧ 

 （                 ）  在宅措置ڧ

  

   （                 ）  㠃会制㝈ڧ

   ⤥生活保護の医療ᢇຓ༢ڧ デ支援（入院支援）ཷڧ

   護保㝤制度利用支援のための⫋ᶒ申ㄳ等ڧ

   ㈈⏘保ڧ

   年金㎸ඛの変更ڧ 金⼥機関への⣮ኻ届ڧ 

    日常生活自❧支援事業利用ڧ 金⼥機関への༠ຊ依頼ڧ 

   成年後見 審ุ๓の保処ศڧ 

   ライフラインの☜保ڧ

   （                   ） のࡑڧ

成年後見人等 ڧ㑅௵῭ ڧなڧ ࡋ申❧要(      ) ڧᮍᢕᥱ   

各✀支援 ڧ虐待の事実の☜認の⥅⥆（あࡾとࡋているሙྜもྵࡴ）   

   セスメント（ሗ㞟や支援のᚲ要ᛶのศᯒ）本人のڧ

   意思・意向の☜認・決定支援ڧ  ຊ⛬度☜認⬟ุ᩿ڧ

   （                    ）のࡑڧ

 セスメント（ሗ㞟や支援のᚲ要ᛶのศᯒ）㣴護者のڧ

 支援のᚲ要ᛶの☜認ڧ

 虐待行為についての࿌知・意㆑づけڧ

 （                   ） のࡑڧ

  

 のሗ㞟ࡽの関係機関ࡑڧ

（                        ） 

  

 関係部⨫・機関への༠ຊ要ㄳڧ

 社会福祉༠議会ڧ ㆙ᐹڧ

  自ẅண防ڧ 保健所・保健センターڧ 障害福祉ڧ

 認知症ᝈ医療センターڧ 医療機関ڧ

 ⱝ年ᛶ認知症総ྜ支援センターڧ

 発㐩障害者支援センターڧ ⢭⚄保健福祉センターڧ

 成年後見制度推進機関ڧ 生活ᅔ❓者支援ڧ 生活保護ڧ

 （             ）のࡑڧ

  

   (                        )支援等ࡁ⥆各✀制度利用ᡭڧ

   (                     )在宅サービスᑟ入・ㄪᩚ支援ڧ

   (            )ᑓ㛛医⤂・医療ᑟ入支援ڧ

 (                                ）のࡑڧ のࡑ

 

 

  

 ලయⓗな支援内ᐜڧ

 計画ᮇ㛫ڧ

 ḟᅇの会議のண定ڧ

 連絡య制（ሗ㞟⣙ඛ）ڧ

 ὀ意事項ڧ

 ࡋなࡣ記௨እにୖڧ
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（බ㈈）東京都福祉保健㈈ᅋ 高齢者ᶒ利᧦護支援センターస成（令元年㸳月∧） 

支援内ᐜ （ ）内にࡣලయⓗ内ᐜを記入 担当者 
ഛ⪃ 

(いつ࡛ࡲ・ὀ意事項等) 

⥭ᛴ対応 

 

   ㆙ᐹへの通ሗ・┦ㄯڧ

   ㆙ᐹへの援ຓ要ㄳڧ  入ㄪᰝ❧ڧ

   高齢者のศ㞳ڧ

   （               ）   措置入所ڧ 

 （               ） ᛴ一保護⥭ڧ 

 （               ）   㣴護ཷクڧ 

  

   ዎ⣙入所 （ዎ⣙支援者            ）ڧ 

 （                 ）  のࡑڧ 

 （                 ）  在宅措置ڧ

  

   （                 ）  㠃会制㝈ڧ

   ⤥生活保護の医療ᢇຓ༢ڧ デ支援（入院支援）ཷڧ

   護保㝤制度利用支援のための⫋ᶒ申ㄳ等ڧ

   ㈈⏘保ڧ

   年金㎸ඛの変更ڧ 金⼥機関への⣮ኻ届ڧ 

    日常生活自❧支援事業利用ڧ 金⼥機関への༠ຊ依頼ڧ 

   成年後見 審ุ๓の保処ศڧ 

   ライフラインの☜保ڧ

   （                   ） のࡑڧ

成年後見人等 ڧ㑅௵῭ ڧなڧ ࡋ申❧要(      ) ڧᮍᢕᥱ   

各✀支援 ڧ虐待の事実の☜認の⥅⥆（あࡾとࡋているሙྜもྵࡴ）   

   セスメント（ሗ㞟や支援のᚲ要ᛶのศᯒ）本人のڧ

   意思・意向の☜認・決定支援ڧ  ຊ⛬度☜認⬟ุ᩿ڧ

   （                    ）のࡑڧ

 セスメント（ሗ㞟や支援のᚲ要ᛶのศᯒ）㣴護者のڧ

 支援のᚲ要ᛶの☜認ڧ

 虐待行為についての࿌知・意㆑づけڧ

 （                   ） のࡑڧ

  

 のሗ㞟ࡽの関係機関ࡑڧ

（                        ） 

  

 関係部⨫・機関への༠ຊ要ㄳڧ

 社会福祉༠議会ڧ ㆙ᐹڧ

  自ẅண防ڧ 保健所・保健センターڧ 障害福祉ڧ

 認知症ᝈ医療センターڧ 医療機関ڧ

 ⱝ年ᛶ認知症総ྜ支援センターڧ

 発㐩障害者支援センターڧ ⢭⚄保健福祉センターڧ

 成年後見制度推進機関ڧ 生活ᅔ❓者支援ڧ 生活保護ڧ

 （             ）のࡑڧ

  

   (                        )支援等ࡁ⥆各✀制度利用ᡭڧ

   (                     )在宅サービスᑟ入・ㄪᩚ支援ڧ

   (            )ᑓ㛛医⤂・医療ᑟ入支援ڧ

 (                                ）のࡑڧ のࡑ

 

 

  

 ලయⓗな支援内ᐜڧ

 計画ᮇ㛫ڧ

 ḟᅇの会議のண定ڧ

 連絡య制（ሗ㞟⣙ඛ）ڧ

 ὀ意事項ڧ

 ࡋなࡣ記௨እにୖڧ
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④高齢者虐待対応ケース会議について
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ᛢ᫆Ўௌȷ支援ᛢ᫆ૢྸǷȸȈ 

 Ტ Ꮡȷ要׆Ჩࢍǈ Უ          Ტ ᖋࢳの事実 Უ            Ტ ኽ ௐ Უ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援૾ᤆక  

 

支援ᛢ᫆ 支援ϋܾ 
支援を実施した 

場合に予ยされる

事७ 

ഇǁの対応ሊ Οέ
лЎਃࢫ
ਃ࢘者 

 のႸ᩿࢘

 

 

      

       

       

 �      

       

      

 

〈本人側の背景・要因〉 

 

 

〈養護者の背景・要因〉 

 

 

〈二人の関係〉 

 

 

〈取り巻く環境や支援者側の背景・要因〉 

 

 

 

<強み・できていること・がんばっていること> 

 

 

 

〈どのような虐待があると思われるか〉 

�

�

〈いつ頃から始まったのか〉 

 

 

〈発生する頻度・程度〉 

 

 

〈発生するきっかけ〉 

 

 

〈発生しやすい時間帯等〉 

 

 

<繰り返されていること> 

 

ዬ࣯対応の必要ࣱ 

 （ ࡋな ・ ࡾあ ）ᛴ保護のᚲ要ᛶ⥭ۼ
あࡾのሙྜ、ࡑの方法（ 措置入所・⥭ᛴ一保護・㣴護ཷク・ 

ዎ⣙入所・ ࡑの（      ） ）
 のにᚲ要な⥭ᛴ対応ࡑۼ

ྵにဃơている事

७や予ยされる事

७で、対応が必要

なものを支援ᛢ᫆

ととらƑる 

ွいȷɧଢ等、事実ᄩ

ᛐのዒዓが必要なໜ

も支援ᛢ᫆ととらƑ

る 

対応が必要なᏑȷ

要׆を支援ᛢ᫆とと

らƑる 

〈生じていること／サインとして現れていること〉 

 

 

 

 

 

 

 

〈このままにした場合、今後予測される事態〉 

�

 

いƭまでのᚘဒかᲹ 

    年  உ  ଐ 

ᲢπᝠᲣிʮᣃᅦᅍ̬ͤᝠׇ 高齢者ೌ利ઢᜱ支援ǻȳǿȸ˺成 4��� உ༿ 

ǈをとらƑ、対応ࢍ

૾ඥを౨᚛する 
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⑤高齢者虐待対応ケース会議と地域ケア会議の考え方
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①高齢者虐待の要因・背景の考え方

ᮾி都䝟ン䝣䝺䝑䝖「㧗㱋者ᚅ㜵Ṇとᶒ利᧦護」をඖに㧗㱋者ᶒ利᧦護支援センター䛷୍㒊ᨵኚ

虐待

ㄆ▱の
↓理ゎ・↓関ᚰ

Ꮩ❧、ᣦᑟ的ែ度

༢身、⪁⪁、ㄆㄆ
⪁㞀、㞀⪁介護のቑຍ

䝙ー䝈にྜ䜟な䛔医療・
介護サービスのᥦ౪

ᚅのᐜㄆ・䛒き䜙め

社会環境などの要因

⤒῭的・⢭⚄的౫Ꮡ
ຊ関係のኚ化
ᢡりྜ䛔のᝏ䛥
㛗年続䛟ᭀຊ
ୡ௦間・家族間

連㙐

人間関係

介護㈇担、ἥ介助のス䝖䝺ス
ᚰ身の・㞀ᐖ

౫Ꮡ、ᛶ᱁・䝟㻙䝋䝘䝸テ䡮㻙の೫り
介護䜈の୍᪉的思䛔㎸䜏

ᑵປᅔ㞴・↓職
⤒῭的ᅔ❓

支援ᣄྰ、ᾘᴟ的ែ度
金㖹䛽䜙䛔

ㄆ▱の理ゎ

介護をする᪉の
ᜥᢤきのሙ䛵䛟り

支䛘䛒䛔・理ゎ

㐺ษなアセス䝯ン䝖

高
齢
者

ᚰ身の・㞀ᐖ
介護౫Ꮡ・医療౫Ꮡ

能ຊのపୗ
（意思⾲ฟ、判断、金㖹管理

㈈⏘管理）
ᛶ᱁・䝟㻙䝋䝘䝸ティ㻙の೫り

ᭀຊ䜈の័䜜、䛒き䜙め、⨥ᝏឤ
支援のᣄྰ
⤒῭的ᅔ❓

虐
待
者
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ຊਓҙࢥͷ֬ೝɾଚॏͱҙܾࢥఆࢧԉ

ୈ̒ষ



 

㧗㱋⪅䛾⮬ᕫỴᐃ䜢䝃䝫䞊䝖䛩䜛ᨭ䛻ᚲせ䛺ཧ⪃▱㆑ 
 

䕔䝟䝽䝺䝇 

➇த
ẚ㍑

㐣䛺ᮇᚅ

ᕪู

ᭀຊ

↓ど

【被害者の心理】

恐怖と不安

⇒安心ではない

無力感

⇒自信がない

選択肢がない

⇒自由でない

※᳃⏣䜖り䛄䜶䞁䝟䝽䝯䞁䝖䛸ேᶒ䛅（2005）䜢ཧ⪃䛻సᡂ  

䕔䝖䝷䜴䝬 

䠍 䝖䝷䜴䝬䛸䛿䚸䛂ఱ䜙䛛䛾ฟ᮶䛻よ䛳䛶引き㉳䛣䛥䜜䜛ᚰ䛾യ䛃䛾䛣䛸䜢ゝ䛖 

 

䠎 䝖䝷䜴䝬ᛂ（䝖䝷䜴䝬䛻よ䛳䛶引き㉳䛣䛥䜜䜛ኚ） 

1） ᚰ䛾Ẽ䛾≧ 

䛖䛴䜔Ᏻ㞀ᐖ䚸䜰䝹䝁䞊䝹౫Ꮡ➼䛥䜎䛦䜎䛺Ẽ䛾ཎᅉ䛸䛺䜛 

 

䠎） PTSD ≧  ᨾ䞉௳䛾䛒䛸䜒䚸ᙜ䛾グ᠈䛻䛸䜙䜟䜜䛶ⱞ䛧䜐 

䕿య㦂（䝣䝷䝑䝅䝳䝞䝑䜽䛻ᝎ䜎䛥䜜䚸⏕ά䛜ᅔ㞴䛻䛺䜛） 

䕿ᅇ㑊䞉䜎䜂（ఝ䛯よ䛖䛺≧ἣ䜢䛚䛭䜜䚸䛥䛡よ䛖䛸䛩䜛） 

䕿㐣ぬ㓰（ᖖ䛻⥭ᙇ䛧䛶䛔䛶䚸≀㡢䜔᥋ゐ䜢䛣䜟䛜䜛） 

 

   䠏） ASD（ᛴᛶ䝇䝖䝺䝇㞀ᐖ）≧ 

䕿ゎ㞳（ឤ䛜䜎䜂䛧䛶䚸ᝒ䛧䜑䛺䛟䛺䜛） 

 䞉本ᙜ䛿䛴䜙䛔䛾䛻䚸ឤ䛻䛺䜙䛺䛔䚹 

 䞉⮬ศ䛿䛴䜙䛟䛺䛔䛸ᛮ䛔䛣䜐 

䕿ᚰ⌮㠃（㈐௵䜢ឤ䛨䛶⮬ᕫホ౯䜢ୗ䛢䚸ᾘᴟⓗ䛻䛺䜛） 

 䞉䛪䛛䛧䛥䜔㈐௵ឤ䛻ᝎ䜐䚹 

 䞉ᙉ䛟⮬ᕫྰᐃ䜢䛧䛶䚸⏕き䜛Ẽຊ䜢ኻ䛖䚹 

䕿㌟య㠃（╀䜔ᜥษ䜜䚸㞟୰ຊ䛾పୗ䛜䛷䜛） 

䞉Ᏻ䜔䛔䜙䛰䛱䛜㌟య≧䛻（㐣྾≧䚸手㊊䛾㟈䛘䚸ᴟᗘ䛛䜙యㄪⰋ䛻） 

䞉≧䛜ᛧ䛟䛶እฟ䛷き䛺䛔䚹 

䞉╀䛷日୰䛾άື䛻ᙳ㡪䛜䛷䜛䚹 

    㣕㫽ᮃ䛂PTSD 䛸䝖䝷䜴䝬䛾䛩䜉䛶䛜䜟䛛䜛本䛃2㻜㻜7 ᖺ䚸ㅮㄯ社䜢ཧ⪃䛻సᡂ 

ᮏேពᛮ䛾☜ㄆ䞉ᑛ㔜䛾䝫䜲䞁䝖㻌

（東京都 㼜11㻞 より）

ᮏேពᛮ䛾☜ㄆ䞉ᑛ㔜䛾䝫䜲䞁䝖㻌

（東京都 㼜11㻞 より）
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【被害者の心理】

恐怖と不安

⇒安心ではない

無力感

⇒自信がない

選択肢がない

⇒自由でない

※᳃⏣䜖り䛄䜶䞁䝟䝽䝯䞁䝖䛸ேᶒ䛅（2005）䜢ཧ⪃䛻సᡂ 㻌

䕔䝖䝷䜴䝬㻌

䠍㻌 䝖䝷䜴䝬䛸䛿䚸䛂ఱ䜙䛛䛾ฟ᮶䛻よ䛳䛶ᘬ䛝㉳䛣䛥䜜䜛ᚰ䛾യ䛃䛾䛣䛸䜢ゝ䛖㻌

㻌

䠎㻌 䝖䝷䜴䝬ᛂ（䝖䝷䜴䝬䛻よ䛳䛶ᘬ䛝㉳䛣䛥䜜䜛ኚ）㻌

1）㻌 ᚰ䛾Ẽ䛾≧㻌

䛖䛴䜔Ᏻ㞀ᐖ䚸䜰䝹䝁䞊䝹౫Ꮡ➼䛥䜎䛦䜎䛺Ẽ䛾ཎᅉ䛸䛺䜛㻌

㻌

䠎）㻌 㻼㼀㻿㻰 ≧㻌 㻌 ᨾ䞉௳䛾䛒䛸䜒䚸ᙜ䛾グ᠈䛻䛸䜙䜟䜜䛶ⱞ䛧䜐㻌

䕿య㦂（䝣䝷䝑䝅䝳䝞䝑䜽䛻ᝎ䜎䛥䜜䚸⏕ά䛜ᅔ㞴䛻䛺䜛）㻌

䕿ᅇ㑊䞉䜎䜂（ఝ䛯よ䛖䛺≧ἣ䜢䛚䛭䜜䚸䛥䛡よ䛖䛸䛩䜛）㻌

䕿㐣ぬ㓰（ᖖ䛻⥭ᙇ䛧䛶䛔䛶䚸≀㡢䜔᥋ゐ䜢䛣䜟䛜䜛）㻌

㻌

㻌 㻌 㻌 䠏）㻌 㻭㻿㻰（ᛴᛶ䝇䝖䝺䝇㞀ᐖ）≧㻌

䕿ゎ㞳（ឤ䛜䜎䜂䛧䛶䚸ᝒ䛧䜑䛺䛟䛺䜛）㻌

㻌 䞉ᮏᙜ䛿䛴䜙䛔䛾䛻䚸ឤ䛻䛺䜙䛺䛔䚹㻌

㻌 䞉⮬ศ䛿䛴䜙䛟䛺䛔䛸ᛮ䛔䛣䜐㻌

䕿ᚰ⌮㠃（㈐௵䜢ឤ䛨䛶⮬ᕫホ౯䜢ୗ䛢䚸ᾘᴟⓗ䛻䛺䜛）㻌

㻌 䞉䛪䛛䛧䛥䜔㈐௵ឤ䛻ᝎ䜐䚹㻌

㻌 䞉ᙉ䛟⮬ᕫྰᐃ䜢䛧䛶䚸⏕䛝䜛Ẽຊ䜢ኻ䛖䚹㻌

䕿㌟య㠃（╀䜔ᜥษ䜜䚸㞟୰ຊ䛾పୗ䛜䛷䜛）㻌

䞉Ᏻ䜔䛔䜙䛰䛱䛜㌟య≧䛻（㐣྾≧䚸ᡭ㊊䛾㟈䛘䚸ᴟᗘ䛛䜙యㄪⰋ䛻）㻌

䞉≧䛜ᛧ䛟䛶እฟ䛷䛝䛺䛔䚹㻌

䞉╀䛷᪥୰䛾άື䛻ᙳ㡪䛜䛷䜛䚹㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㣕㫽ᮃ䛂㻼㼀㻿㻰 䛸䝖䝷䜴䝬䛾䛩䜉䛶䛜䜟䛛䜛ᮏ䛃㻞00㻣 ᖺ䚸ㅮㄯ♫䜢ཧ⪃䛻సᡂ㻌

１ 本人への情報提供とエンパワメント

・現在の状況や支援の方法、今後の生活についての見通し等についての情報提供や様々
な支援をすることで、本人が自分の状況や望ましい生活の在り方を客観的に考えられ
るよう働きかける。
・本人の意思は確定しているものではなく、支援の過程でも変化しやすいことを理解す
る。

２ 本人の表情・言動への注意

・関係者からの情報収集やカンファレンスでの意見交換の中で、ストレートに表現され
なくても意思を読み取れる表情や言動についての情報が得られることがある。
・認知症だから分からないと決めつけるのではなく、快・不快や、したい・したくない
等意思表示をしやすい言葉かけを工夫したり、自然な対応で様々な感覚を生かしたコ
ミュニケーションを心がける。

３ 本人と虐待者の同席場面と分離場面の違いの観察

・本人と虐待者が一緒の場面と、分離して同席しない場面との違いをみる。本人の怯え、
リラックスの状況を表情などから観察し、本人の感じ方を探る。

４ 分離により落ち着いた環境の中で本人の状況を観察

・高齢者をショートステイなどで一時保護し、ケアの行き届いた落ち着いた環境の中で
高齢者の状況を観察し、適切と思われる対応策を検討する。

５ 主たる協力者の発掘

・本人の考え方や意思をある程度把握し、代弁できると見られる協力者を家族、親族、
近隣住民等から探し出す。
・本人の意思表示がはっきりしていた時のことを知る人から、本人の考え方やパーソナ
リティの傾向についての情報を収集し、それを踏まえて本人にとってより良いと考え
られることを判断する。

６ 本人の利益を多角的に考える

・本人が人としての尊厳が守られた生活を送れることを前提として、何が本人の利益に
かなうのかを様々な立場から多角的に考える。

７ 必要に応じた権利擁護事業の活用

・必要に応じて、地域権利擁護事業や成年後見制度を活用し、本人の身上監護の実施や
後見的立場の人材確保を行う。

［図表４－２７］ 本人意思の確認・尊重のポイント
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①高齢者の意思確認と意思の尊重
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【被害者の心理】

恐怖と不安

⇒安心ではない

無力感

⇒自信がない

選択肢がない

⇒自由でない

※᳃⏣䜖り䛄䜶䞁䝟䝽䝯䞁䝖䛸ேᶒ䛅（2005）䜢ཧ⪃䛻సᡂ  

䕔䝖䝷䜴䝬 

䠍 䝖䝷䜴䝬䛸䛿䚸䛂ఱ䜙䛛䛾ฟ᮶䛻よ䛳䛶引き㉳䛣䛥䜜䜛ᚰ䛾യ䛃䛾䛣䛸䜢ゝ䛖 

 

䠎 䝖䝷䜴䝬ᛂ（䝖䝷䜴䝬䛻よ䛳䛶引き㉳䛣䛥䜜䜛ኚ） 

1） ᚰ䛾Ẽ䛾≧ 

䛖䛴䜔Ᏻ㞀ᐖ䚸䜰䝹䝁䞊䝹౫Ꮡ➼䛥䜎䛦䜎䛺Ẽ䛾ཎᅉ䛸䛺䜛 

 

䠎） PTSD ≧  ᨾ䞉௳䛾䛒䛸䜒䚸ᙜ䛾グ᠈䛻䛸䜙䜟䜜䛶ⱞ䛧䜐 

䕿య㦂（䝣䝷䝑䝅䝳䝞䝑䜽䛻ᝎ䜎䛥䜜䚸⏕ά䛜ᅔ㞴䛻䛺䜛） 

䕿ᅇ㑊䞉䜎䜂（ఝ䛯よ䛖䛺≧ἣ䜢䛚䛭䜜䚸䛥䛡よ䛖䛸䛩䜛） 

䕿㐣ぬ㓰（ᖖ䛻⥭ᙇ䛧䛶䛔䛶䚸≀㡢䜔᥋ゐ䜢䛣䜟䛜䜛） 

 

   䠏） ASD（ᛴᛶ䝇䝖䝺䝇㞀ᐖ）≧ 

䕿ゎ㞳（ឤ䛜䜎䜂䛧䛶䚸ᝒ䛧䜑䛺䛟䛺䜛） 

 䞉本ᙜ䛿䛴䜙䛔䛾䛻䚸ឤ䛻䛺䜙䛺䛔䚹 

 䞉⮬ศ䛿䛴䜙䛟䛺䛔䛸ᛮ䛔䛣䜐 

䕿ᚰ⌮㠃（㈐௵䜢ឤ䛨䛶⮬ᕫホ౯䜢ୗ䛢䚸ᾘᴟⓗ䛻䛺䜛） 

 䞉䛪䛛䛧䛥䜔㈐௵ឤ䛻ᝎ䜐䚹 

 䞉ᙉ䛟⮬ᕫྰᐃ䜢䛧䛶䚸⏕き䜛Ẽຊ䜢ኻ䛖䚹 

䕿㌟య㠃（╀䜔ᜥษ䜜䚸㞟୰ຊ䛾పୗ䛜䛷䜛） 

䞉Ᏻ䜔䛔䜙䛰䛱䛜㌟య≧䛻（㐣྾≧䚸手㊊䛾㟈䛘䚸ᴟᗘ䛛䜙యㄪⰋ䛻） 

䞉≧䛜ᛧ䛟䛶እฟ䛷き䛺䛔䚹 

䞉╀䛷日୰䛾άື䛻ᙳ㡪䛜䛷䜛䚹 

    㣕㫽ᮃ䛂PTSD 䛸䝖䝷䜴䝬䛾䛩䜉䛶䛜䜟䛛䜛本䛃2㻜㻜7 ᖺ䚸ㅮㄯ社䜢ཧ⪃䛻సᡂ 

ᮏேពᛮ䛾☜ㄆ䞉ᑛ㔜䛾䝫䜲䞁䝖㻌

（東京都 㼜11㻞 より）

ᮏேពᛮ䛾☜ㄆ䞉ᑛ㔜䛾䝫䜲䞁䝖㻌

（東京都 㼜11㻞 より）
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【被害者の心理】

恐怖と不安

⇒安心ではない

無力感

⇒自信がない

選択肢がない

⇒自由でない

※᳃⏣䜖り䛄䜶䞁䝟䝽䝯䞁䝖䛸ேᶒ䛅（2005）䜢ཧ⪃䛻సᡂ 㻌

䕔䝖䝷䜴䝬㻌

䠍㻌 䝖䝷䜴䝬䛸䛿䚸䛂ఱ䜙䛛䛾ฟ᮶䛻よ䛳䛶ᘬ䛝㉳䛣䛥䜜䜛ᚰ䛾യ䛃䛾䛣䛸䜢ゝ䛖㻌

㻌

䠎㻌 䝖䝷䜴䝬ᛂ（䝖䝷䜴䝬䛻よ䛳䛶ᘬ䛝㉳䛣䛥䜜䜛ኚ）㻌

1）㻌 ᚰ䛾Ẽ䛾≧㻌

䛖䛴䜔Ᏻ㞀ᐖ䚸䜰䝹䝁䞊䝹౫Ꮡ➼䛥䜎䛦䜎䛺Ẽ䛾ཎᅉ䛸䛺䜛㻌

㻌

䠎）㻌 㻼㼀㻿㻰 ≧㻌 㻌 ᨾ䞉௳䛾䛒䛸䜒䚸ᙜ䛾グ᠈䛻䛸䜙䜟䜜䛶ⱞ䛧䜐㻌

䕿య㦂（䝣䝷䝑䝅䝳䝞䝑䜽䛻ᝎ䜎䛥䜜䚸⏕ά䛜ᅔ㞴䛻䛺䜛）㻌

䕿ᅇ㑊䞉䜎䜂（ఝ䛯よ䛖䛺≧ἣ䜢䛚䛭䜜䚸䛥䛡よ䛖䛸䛩䜛）㻌

䕿㐣ぬ㓰（ᖖ䛻⥭ᙇ䛧䛶䛔䛶䚸≀㡢䜔᥋ゐ䜢䛣䜟䛜䜛）㻌

㻌

㻌 㻌 㻌 䠏）㻌 㻭㻿㻰（ᛴᛶ䝇䝖䝺䝇㞀ᐖ）≧㻌

䕿ゎ㞳（ឤ䛜䜎䜂䛧䛶䚸ᝒ䛧䜑䛺䛟䛺䜛）㻌

㻌 䞉ᮏᙜ䛿䛴䜙䛔䛾䛻䚸ឤ䛻䛺䜙䛺䛔䚹㻌

㻌 䞉⮬ศ䛿䛴䜙䛟䛺䛔䛸ᛮ䛔䛣䜐㻌

䕿ᚰ⌮㠃（㈐௵䜢ឤ䛨䛶⮬ᕫホ౯䜢ୗ䛢䚸ᾘᴟⓗ䛻䛺䜛）㻌

㻌 䞉䛪䛛䛧䛥䜔㈐௵ឤ䛻ᝎ䜐䚹㻌

㻌 䞉ᙉ䛟⮬ᕫྰᐃ䜢䛧䛶䚸⏕䛝䜛Ẽຊ䜢ኻ䛖䚹㻌

䕿㌟య㠃（╀䜔ᜥษ䜜䚸㞟୰ຊ䛾పୗ䛜䛷䜛）㻌

䞉Ᏻ䜔䛔䜙䛰䛱䛜㌟య≧䛻（㐣྾≧䚸ᡭ㊊䛾㟈䛘䚸ᴟᗘ䛛䜙యㄪⰋ䛻）㻌

䞉≧䛜ᛧ䛟䛶እฟ䛷䛝䛺䛔䚹㻌

䞉╀䛷᪥୰䛾άື䛻ᙳ㡪䛜䛷䜛䚹㻌

㻌 㻌 㻌 㻌 㣕㫽ᮃ䛂㻼㼀㻿㻰 䛸䝖䝷䜴䝬䛾䛩䜉䛶䛜䜟䛛䜛ᮏ䛃㻞00㻣 ᖺ䚸ㅮㄯ♫䜢ཧ⪃䛻సᡂ㻌

１ 本人への情報提供とエンパワメント

・現在の状況や支援の方法、今後の生活についての見通し等についての情報提供や様々
な支援をすることで、本人が自分の状況や望ましい生活の在り方を客観的に考えられ
るよう働きかける。
・本人の意思は確定しているものではなく、支援の過程でも変化しやすいことを理解す
る。

２ 本人の表情・言動への注意

・関係者からの情報収集やカンファレンスでの意見交換の中で、ストレートに表現され
なくても意思を読み取れる表情や言動についての情報が得られることがある。
・認知症だから分からないと決めつけるのではなく、快・不快や、したい・したくない
等意思表示をしやすい言葉かけを工夫したり、自然な対応で様々な感覚を生かしたコ
ミュニケーションを心がける。

３ 本人と虐待者の同席場面と分離場面の違いの観察

・本人と虐待者が一緒の場面と、分離して同席しない場面との違いをみる。本人の怯え、
リラックスの状況を表情などから観察し、本人の感じ方を探る。

４ 分離により落ち着いた環境の中で本人の状況を観察

・高齢者をショートステイなどで一時保護し、ケアの行き届いた落ち着いた環境の中で
高齢者の状況を観察し、適切と思われる対応策を検討する。

５ 主たる協力者の発掘

・本人の考え方や意思をある程度把握し、代弁できると見られる協力者を家族、親族、
近隣住民等から探し出す。
・本人の意思表示がはっきりしていた時のことを知る人から、本人の考え方やパーソナ
リティの傾向についての情報を収集し、それを踏まえて本人にとってより良いと考え
られることを判断する。

６ 本人の利益を多角的に考える

・本人が人としての尊厳が守られた生活を送れることを前提として、何が本人の利益に
かなうのかを様々な立場から多角的に考える。

７ 必要に応じた権利擁護事業の活用

・必要に応じて、地域権利擁護事業や成年後見制度を活用し、本人の身上監護の実施や
後見的立場の人材確保を行う。

［図表４－２７］ 本人意思の確認・尊重のポイント
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６ やむを得ない事由による措置の実施後のフォロー

措置実施後の課題として、次の〔図表５－９〕に掲げる事項が事前調査から得られて
います。

現在の課題 現在の課題の具体的内容（例）

契約への移行 ・家族等の関わりを見守りながら、契約につなげていくことが課題。
・成年後見人をつけ、契約に切り替えることを検討
・家族が支払いについての約束を守らないため「措置入所」となった事例で、
措置費請求に対する対応を観察した上で、契約への移行を考える。

成年後見制度の活用に
ついて

・家族に疾患による心身問題があるため、任意後見契約等の利用検証
・成年後見人をつけても、虐待者が握っている金銭を取り上げることに大混乱
が予想される。

虐待者からの保護 ・虐待者が障害を持っているため、特に面会の際の対応が難しい。
・虐待者に本人の居場所を教えないようにするなどの徹底した対応が求められ
る事例がある。

・虐待者は、本人の養護をしていたと主張し、措置を不服としている。
家族支援 ・精神疾患等を有する家族（虐待者含む）に対する支援（精神障害所管課等と

の連携による処遇）
経済的虐待の再発防止
や金銭管理について

・年金担保貸付金によって経済的虐待があった事例で、償還完了を機にふたた
び再燃するおそれがある。

・今後の金銭管理について、（虐待者以外の）家族に任せるべきか、第三者の
後見人を選任すべきか、見極める必要がある。

本人の費用負担能力に
ついて

・所持金が少ないために今後の入院等の費用負担に懸念がある。生活保護を受
給する場合は、関係機関と連携をとっていくことが課題となる。

［図表５－９］ 措置の実施後の現在の課題
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（報告書ｐ30 38より）
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・成年後見人をつけ、契約に切り替えることを検討
・家族が支払いについての約束を守らないため「措置入所」となった事例で、
措置費請求に対する対応を観察した上で、契約への移行を考える。

成年後見制度の活用に
ついて

・家族に疾患による心身問題があるため、任意後見契約等の利用検証
・成年後見人をつけても、虐待者が握っている金銭を取り上げることに大混乱
が予想される。

虐待者からの保護 ・虐待者が障害を持っているため、特に面会の際の対応が難しい。
・虐待者に本人の居場所を教えないようにするなどの徹底した対応が求められ
る事例がある。
・虐待者は、本人の養護をしていたと主張し、措置を不服としている。

家族支援 ・精神疾患等を有する家族（虐待者含む）に対する支援（精神障害所管課等と
の連携による処遇）

経済的虐待の再発防止
や金銭管理について

・年金担保貸付金によって経済的虐待があった事例で、償還完了を機にふたた
び再燃するおそれがある。
・今後の金銭管理について、（虐待者以外の）家族に任せるべきか、第三者の
後見人を選任すべきか、見極める必要がある。

本人の費用負担能力に
ついて

・所持金が少ないために今後の入院等の費用負担に懸念がある。生活保護を受
給する場合は、関係機関と連携をとっていくことが課題となる。

［図表５－９］ 措置の実施後の現在の課題
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（東京都ｐ146より）
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やむを得ない事由による措置の要否を適切に判断する必要があるため、判断は、市町村担当
部署の管理職が出席する会議で行うことが重要です。また、以下の項目に配慮して適切に運
用することが求められます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高齢者虐待対応において、法が想定するやむを得ない事由による措置の活用場面を整理する
と、以下の①～⑤の場合に積極的な措置権限の行使が求められます。 
 

【参考】積極的な措置権限の行使が求められる状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（日本社会福祉士会手引き p123～125 より） 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（２）やむを得ない事由による措置の要否の判断 
 
老人福祉法に基づく「やむを得ない事由」とは、以下の場合が想定されています。 
 
 

「やむを得ない事由」について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市町村長は「やむを得ない事由」によって契約による介護保険サービスを利用することが著
しく困難な６５歳以上の高齢者に対して、職権により以下の介護保険サービスを利用させる
ことができます。 
 
 

やむを得ない事由による措置のサービス種類 
 

・訪問介護   ・通所介護  ・短期入所生活介護 
・小規模多機能型居宅介護   ・認知症対応型共同生活介護 
・特別養護老人ホーム 
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「やむを得ない事由」について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市町村長は「やむを得ない事由」によって契約による介護保険サービスを利用することが著
しく困難な６５歳以上の高齢者に対して、職権により以下の介護保険サービスを利用させる
ことができます。 
 
 

やむを得ない事由による措置のサービス種類 
 

・訪問介護   ・通所介護  ・短期入所生活介護 
・小規模多機能型居宅介護   ・認知症対応型共同生活介護 
・特別養護老人ホーム 

 
 
 
 

 

 
  やむを得ない事由による措置の要否を適切に判断する必要があるため、判断は、市町村担当部署

の管理職が出席する会議で行うことが重要です。また、以下の項目に配慮して適切に運用すること

が求められます。 
 
 
 
 
 
 
   
 

  平成15年9月8日開催、全国介護保険担当課長会議資料より 

 
 
  高齢者虐待対応において、法が想定するやむを得ない事由による措置の活用場面を整理すると、

以下の①～⑤の場合に積極的な措置権限の行使が求められます。 
 

【参考】積極的な措置権限の行使が求められる状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

①「生命または身体に重大な危険の生じるおそれがある」場合に、高齢者の判断能力の有

無にかかわらず、「やむを得ない事由による措置」をとる典型的な場合 

②高齢者の判断能力が低下し、必要なサービスが利用できない場合 
（例）・緊急性はないものの、認知症等で高齢者の判断能力が減退して高齢者の意思が確認できず、かつ、

養護者が高齢者の生活に必要なサービスの利用を拒否している場合 

③経済的な虐待があり、生活に必要な金銭が高齢者のために使われていない場合 
（例）・高齢者の金銭管理能力が低下し、養護者が金銭管理を行っている状況で、高齢者の生活に必要な医

療・介護等のサービスが受けられていない、適切な食事が提供されていない、等の場合 
  ・高齢者に判断能力はあるが、経済的虐待があって、介護保険制度によるサービス利用の利用者負担

金を支払うことができない場合 

④高齢者が自ら助けを求められない場合（または求めようとしない場合） 
（例）・高齢者に判断能力はあるが、養護者の虐待をおそれ、あるいは養護者のことをかばい（共依存の場

合も）、サービス利用を拒否する場合 
  ・施設や介護保険サービスへの無知や偏見等から、虐待を耐えてでもサービス利用を拒否する場合 

⑤面会制限の適用が必要な場合 
（例）・高齢者自らが養護者等との分離を望んでいるにもかかわらず、養護者の過去の言動から、高齢者を

自宅に連れ戻すことが予測される場合 
 
 ※①～④は老人福祉法第10条の４、第11条第１項すべてに該当する状況。 

 ※⑤は第11条第１項に該当する状況。

○「やむを得ない事由による措置」は、高齢者本人の福祉を図るために行われるべきものであり、高齢

者本人が同意していれば、家族が反対している場合であっても、措置を行うことは可能である。 
○高齢者の年金を家族が本人に渡さないなどにより、高齢者本人が費用負担できない場合でも、「やむを

得ない事由による措置」を行うべき時は、まず措置を行うことが必要である。 
○高齢者本人が指定医の受診を拒んでいるため要介護認定ができない場合でも、「やむを得ない事由によ

る措置」を行うことは可能である。 
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（例）・高齢者自らが養護者等との分離を望んでいるにもかかわらず、養護者の過去の言動から、高齢者を

自宅に連れ戻すことが予測される場合 
 
 ※①～④は老人福祉法第10条の４、第11条第１項すべてに該当する状況。 

 ※⑤は第11条第１項に該当する状況。

○「やむを得ない事由による措置」は、高齢者本人の福祉を図るために行われるべきものであり、高齢

者本人が同意していれば、家族が反対している場合であっても、措置を行うことは可能である。 
○高齢者の年金を家族が本人に渡さないなどにより、高齢者本人が費用負担できない場合でも、「やむを

得ない事由による措置」を行うべき時は、まず措置を行うことが必要である。 
○高齢者本人が指定医の受診を拒んでいるため要介護認定ができない場合でも、「やむを得ない事由によ

る措置」を行うことは可能である。 

95

第
10
章

分
離
・
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
る
措
置

.



措置 費用徴収

自己負担請求

支払

個人台帳 介護保険給付
9割 介護給付費請求 

利用者

区市町村 事業者

国保連

サービス提供

項 目 やむを得ない事由による措置 契約によるサービス利用

要介護認定

・事前に要介護認定がされていなかった場合、区市町村が
職権により要介護認定を行う。
・本人が医師の診断を拒否する場合などで要介護認定がで
きない場合でも、やむを得ない事由による措置を行うこ
とは可能。

・利用者が保険者（市町
村）に要介護認定を申
請

サービス提供
・区市町村の委託に基づき、事業者が利用者に対してサー
ビス提供

・利用者と事業者の契約
に基づくサービス

費用負担

・介護保険を利用した措置の場合、９割が保険給付、１割
を市町村が支弁し、負担能力の応じて区市町村が本人か
ら費用徴収する。
・介護保険を利用できない場合の措置については、全額区
市町村が老人保護措置費として支弁する。

・介護保険給付が９割、
利用者負担が１割

［図表５－４］ 「やむを得ない事由による措置」と契約によるサービス利用との違い

［図表５－５］ 老人福祉法によるやむを得ない事由による措置の流れ

相談・発見・通報

状況確認（実態調査）

早めの対応が必要

低い高い

他の援助方法の検討

本人の同意

なしあり

契約による利用へ

なしあり

本人の判断能力

いないいる

代理人
（成年後見人等）

説得して契約利用へ

要介護認定

自立のため非該当認定済み

職権による要介護申請 他の援助方法の検討

未申請

代理人による
契約利用へ やむを得ない事由

による措置の実施
成年後見の申立て

後見開始の審判

措置解除し、契約
利用へ移行

◆早急に対応を行わなかった場合に、生命、
身体、精神に重要な侵害が生じる可能性
が高いか。

◆介護サービス等を投入しないと生活が成
り立たず、本人の権利擁護に重要な問題
が生じるか。

◆本人が受診を拒んでいる等のために要介護認定が
できない場合でも、「やむを得ない事由による措
置」を行うことは可能である。

◆この場合、成年後見制度等を活用して、要介護認
定の「申請」を行うことができる段階になった時
点で、後日申請を行う。

◆時間的に切迫していない場合は、成年後見
申立てを先に行い、その審判後に契約利用
の形でサービス提供を開始することが望ま
しい。

◆緊急ショートステイ等の利用や入院等の他
の手段によって時間を稼ぎ、その間に成年
後見申立てや契約代理人の選定を行うなど
の方策をとり、契約利用に結びつける場合
もある。

［図表５－８］ やむを得ない事由による措置活用の検討フロー（例）
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国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会

［図表５－６］ 居宅におけるやむを得ない事由による措置の手順（葛飾区）
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［図表５－６］ 居宅におけるやむを得ない事由による措置の手順（葛飾区）
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Ｑ るに ない に 関を

ない よ に す よい

⇒【収入がない場合】

医療法等には、老人福祉法における「やむを得ない事由による措置」のような制度はな

いため、職権で医療サービスを受けさせ医療費を支弁することはできません。

入院治療の緊急性・必要性が高い場合には、救急搬送などの手段で病院へ連れて行き、

入院後に生活保護の申請をして保護費から支払う方法を検討する必要があります。

【収入がある場合】

親族が経済的虐待をしているために、高齢者自身の収入から治療費を支払えない場合に

は、医療機関に対し、虐待対応後、速やかに清算手段を検討することを説明します。

しかし、収入の有無に関わりなく、高齢者の判断能力が低下している場合には、成年後

見人等を選任し、後見人等が法定代理人として、高齢者の財産管理や身上監護をすること

になります。後見人等は、管理財産から治療費を支払ったり、高齢者本人の意思を尊重し

て外来診療や入院治療を受けるための医療契約を結ぶことができます。

Ｑ に を いる

に な る る やむを得ない事由による措置

を

⇒ 高齢者本人に判断能力があって、明確に分離に対して拒否をしている場合、やむを得な

い事由による措置を適用しての分離はできません。その場合、粘り強く接触を続けて、高

齢者本人の理解を求めて行くことが重要です。

Ｑ なる に やむを得な

い事由による措置を する す

⇒ 老人福祉法の規定により、65歳以上の者（65歳未満の者で必要があると認められるもの

を含む）又はその養護者に対する福祉の措置は、居住地の市町村が行うものとされていま

す（第５条の４）。そのため、住民票の有無にかかわらず、当該高齢者が居住する市町村が

やむを得ない事由による措置を行う必要があります。

その後、高齢者が居住する市町村は高齢者の転入届を受けて、又は職権により本人の住

民票を作成して要介護認定を行い、契約による介護保険サービスの利用へと切り替えるこ

ととなります。 

現在の課題 現在の課題の具体的内容（例）

契約への移行 ・家族等の関わりを見守りながら、契約につなげていくことが課題。
・成年後見人をつけ、契約に切り替えることを検討
・家族が支払いについての約束を守らないため「措置入所」となった事例で、
措置費請求に対する対応を観察した上で、契約への移行を考える。

成年後見制度の活用に
ついて

・家族に疾患による心身問題があるため、任意後見契約等の利用検証
・成年後見人をつけても、虐待者が握っている金銭を取り上げることに大混乱
が予想される。

虐待者からの保護 ・虐待者が障害を持っているため、特に面会の際の対応が難しい。
・虐待者に本人の居場所を教えないようにするなどの徹底した対応が求められ
る事例がある。
・虐待者は、本人の養護をしていたと主張し、措置を不服としている。

家族支援 ・精神疾患等を有する家族（虐待者含む）に対する支援（精神障害所管課等と
の連携による処遇）

経済的虐待の再発防止
や金銭管理について

・年金担保貸付金によって経済的虐待があった事例で、償還完了を機にふたた
び再燃するおそれがある。
・今後の金銭管理について、（虐待者以外の）家族に任せるべきか、第三者の
後見人を選任すべきか、見極める必要がある。

本人の費用負担能力に
ついて

・所持金が少ないために今後の入院等の費用負担に懸念がある。生活保護を受
給する場合は、関係機関と連携をとっていくことが課題となる。

［図表５－９］ 措置の実施後の現在の課題
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⇒ 老人福祉法の規定により、65歳以上の者（65歳未満の者で必要があると認められるもの

を含む）又はその養護者に対する福祉の措置は、居住地の市町村が行うものとされていま

す（第５条の４）。そのため、住民票の有無にかかわらず、当該高齢者が居住する市町村が

やむを得ない事由による措置を行う必要があります。

その後、高齢者が居住する市町村は高齢者の転入届を受けて、又は職権により本人の住

民票を作成して要介護認定を行い、契約による介護保険サービスの利用へと切り替えるこ

ととなります。 

現在の課題 現在の課題の具体的内容（例）

契約への移行 ・家族等の関わりを見守りながら、契約につなげていくことが課題。
・成年後見人をつけ、契約に切り替えることを検討
・家族が支払いについての約束を守らないため「措置入所」となった事例で、
措置費請求に対する対応を観察した上で、契約への移行を考える。

成年後見制度の活用に
ついて

・家族に疾患による心身問題があるため、任意後見契約等の利用検証
・成年後見人をつけても、虐待者が握っている金銭を取り上げることに大混乱
が予想される。

虐待者からの保護 ・虐待者が障害を持っているため、特に面会の際の対応が難しい。
・虐待者に本人の居場所を教えないようにするなどの徹底した対応が求められ
る事例がある。
・虐待者は、本人の養護をしていたと主張し、措置を不服としている。

家族支援 ・精神疾患等を有する家族（虐待者含む）に対する支援（精神障害所管課等と
の連携による処遇）

経済的虐待の再発防止
や金銭管理について

・年金担保貸付金によって経済的虐待があった事例で、償還完了を機にふたた
び再燃するおそれがある。
・今後の金銭管理について、（虐待者以外の）家族に任せるべきか、第三者の
後見人を選任すべきか、見極める必要がある。

本人の費用負担能力に
ついて

・所持金が少ないために今後の入院等の費用負担に懸念がある。生活保護を受
給する場合は、関係機関と連携をとっていくことが課題となる。

［図表５－９］ 措置の実施後の現在の課題
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【参考】老人ホームの入所措置の基準について 

【参考】居宅における介護等にかかる措置について 

○老人ホームへの入所措置等の指針について（平成 18 年３月 31 日老発第 0331028 号厚生労働省老

健局長通知）（抜粋）（下線部分は「老人」を「高齢者」に置き換えて記載）

第５ 老人ホームの入所措置の基準

１ 養護老人ホーム

法第11条第１項第１号の規定により、高齢者を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託す

る措置は、当該高齢者が次の（１）及び（２）のいずれにも該当する場合に行うものとする。 

（１）環境上の事情については、次のア及びイに該当すること。 

事  項 基   準 

ア 健康状態

イ 環境の状況

入院加療を要する病態でないこと。

 なお、施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康

状態を確認することが必要であるが、その結果感染症にり患し、

又はその既往症があっても、一定の場合を除き、措置を行わない

正当な理由には該当しないものである。

家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅に

おいて生活することが困難であると認められること。 

（注）法では、養護老人ホームへの入所要件を「環境上の理由及び経済的理由」と規定している

が、これは、措置に当たり改正前に規定されていた「身体上若しくは精神上」の理由は問わな

いこととする趣旨であり、「身体上若しくは精神上」の理由を有する者を措置の対象外とするも

のではない。 

（２）経済的事情については、老人福祉法施行令第２条に規定する事項に該当すること。

２ 特別養護老人ホーム

 法第11条第１項第２号の規定により、高齢者を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委

託する措置は、当該高齢者が、要介護認定において要介護状態に該当し、かつ健康状態が１（１）

アの基準を満たす場合において行うものとする。

 なお、胃ろう、経管栄養の状態にあることのみをもって、入所措置を行わない理由とはならな

いものであること。 

○老人ホームへの入所措置等の指針について（平成 18 年３月 31 日老発第 0331028 号厚生労働省老

健局長通知）（抜粋）

第９ 居宅における介護等にかかる措置

法第10条の４第１項各号に規定する措置については、特別養護老人ホームへの入所措置と同様、

65 歳以上の者であって、身体又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるもの

が、介護保険法に規定する居宅サービス（訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機

能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護（以下「訪問介護等」という。）を利用することが著し

く困難とみとめられるときに、必要に応じて市町村が措置を採ることができることとされている

ものであり、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく訪問介護等の利用が可能にな

った場合には措置は廃止するものとする。 

Ｑ による よ な な

⇒ 老人福祉法第 10 条の４、第 11 条第１項では、やむを得ない事由により、事業者との

「契約」による介護保険サービスの利用や、その前提となる市町村に対する要介護認定の

「申請」を期待しがたい者に対し、市町村が措置を採る（＝職権を持って介護保険サービ

スの提供に結びつける）ことが規定されています。

Ｑ を いない に やむを得ない事由による措置を する

す

⇒ 虐待を受けている高齢者の生命や身体の安全確保の必要性がある場合の高齢者の保護

要請は要介護認定の有無に拘わらないわけですから、やむを得ない事由による措置を適

用することが可能です。

Ｑ や に措置 を な い ない

⇒ 本人を保護するために分離措置をするわけですから、保護にマイナスになるようなこ

とをすべきではありません。虐待している養護者に措置先を知らせれば、養護者が措置

先の施設を探し、高齢者本人と施設が混乱するおそれがあります。

家族の で、本人保護のための分離措置に賛成してくれる方に 、

Ｑ やむを得ない事由による措置を な す

⇒ やむを得ない事由による措置を実施し介護保険サービスを利用した場合には、９割相

当分は保険給付から行われます。そのため、市町村は、残りの１割（特別養護老人ホー

ムに入所した場合には、居住費と食費相当分も加算）を措置費として支弁することにな

ります。また、措置費で支弁した費用については、介護保険制度に準じる考え方で、高

齢者本人等の負担能力に応じて徴収することとなります（平成12年３月７日、全国高齢

者保健福祉関係主管課長会議資料）。
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【参考】老人ホームの入所措置の基準について 

【参考】居宅における介護等にかかる措置について 

○老人ホームへの入所措置等の指針について（平成 18 年３月 31 日老発第 0331028 号厚生労働省老

健局長通知）（抜粋）（下線部分は「老人」を「高齢者」に置き換えて記載）

第５ 老人ホームの入所措置の基準

１ 養護老人ホーム

法第11条第１項第１号の規定により、高齢者を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託す

る措置は、当該高齢者が次の（１）及び（２）のいずれにも該当する場合に行うものとする。 

（１）環境上の事情については、次のア及びイに該当すること。 

事  項 基   準 

ア 健康状態

イ 環境の状況

入院加療を要する病態でないこと。

 なお、施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康

状態を確認することが必要であるが、その結果感染症にり患し、

又はその既往症があっても、一定の場合を除き、措置を行わない

正当な理由には該当しないものである。

家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅に

おいて生活することが困難であると認められること。 

（注）法では、養護老人ホームへの入所要件を「環境上の理由及び経済的理由」と規定している

が、これは、措置に当たり改正前に規定されていた「身体上若しくは精神上」の理由は問わな

いこととする趣旨であり、「身体上若しくは精神上」の理由を有する者を措置の対象外とするも

のではない。 

（２）経済的事情については、老人福祉法施行令第２条に規定する事項に該当すること。

２ 特別養護老人ホーム

 法第11条第１項第２号の規定により、高齢者を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委

託する措置は、当該高齢者が、要介護認定において要介護状態に該当し、かつ健康状態が１（１）

アの基準を満たす場合において行うものとする。

 なお、胃ろう、経管栄養の状態にあることのみをもって、入所措置を行わない理由とはならな

いものであること。 

○老人ホームへの入所措置等の指針について（平成 18 年３月 31 日老発第 0331028 号厚生労働省老

健局長通知）（抜粋）

第９ 居宅における介護等にかかる措置

法第10条の４第１項各号に規定する措置については、特別養護老人ホームへの入所措置と同様、

65 歳以上の者であって、身体又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるもの

が、介護保険法に規定する居宅サービス（訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機

能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護（以下「訪問介護等」という。）を利用することが著し

く困難とみとめられるときに、必要に応じて市町村が措置を採ることができることとされている

ものであり、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく訪問介護等の利用が可能にな

った場合には措置は廃止するものとする。 

Ｑ による よ な な

⇒ 老人福祉法第 10 条の４、第 11 条第１項では、やむを得ない事由により、事業者との

「契約」による介護保険サービスの利用や、その前提となる市町村に対する要介護認定の

「申請」を期待しがたい者に対し、市町村が措置を採る（＝職権を持って介護保険サービ

スの提供に結びつける）ことが規定されています。

Ｑ を いない に やむを得ない事由による措置を する

す

⇒ 虐待を受けている高齢者の生命や身体の安全確保の必要性がある場合の高齢者の保護

要請は要介護認定の有無に拘わらないわけですから、やむを得ない事由による措置を適

用することが可能です。

Ｑ や に措置 を な い ない

⇒ 本人を保護するために分離措置をするわけですから、保護にマイナスになるようなこ

とをすべきではありません。虐待している養護者に措置先を知らせれば、養護者が措置

先の施設を探し、高齢者本人と施設が混乱するおそれがあります。

家族の で、本人保護のための分離措置に賛成してくれる方に 、

Ｑ やむを得ない事由による措置を な す

⇒ やむを得ない事由による措置を実施し介護保険サービスを利用した場合には、９割相

当分は保険給付から行われます。そのため、市町村は、残りの１割（特別養護老人ホー

ムに入所した場合には、居住費と食費相当分も加算）を措置費として支弁することにな

ります。また、措置費で支弁した費用については、介護保険制度に準じる考え方で、高

齢者本人等の負担能力に応じて徴収することとなります（平成12年３月７日、全国高齢

者保健福祉関係主管課長会議資料）。

ୈ
11
ষ

や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
る
措
置

第 11章　やむを得ない事由による措置 11�





໘ձ੍ݶ

ୈ1�ষ



ୈ
1�
ষ

面
会
制
限

第 12章　面会制限1��

①面会の制限の考え方 ②面会制限の基本的対応について



ୈ
1�
ষ

面
会
制
限

第 12章　面会制限 1��

①面会の制限の考え方 ②面会制限の基本的対応について



 

ୈ
1�
ষ

面
会
制
限

第 12章　面会制限1��

③面会制限の解除



 

ୈ
1�
ষ

面
会
制
限

第 12章　面会制限 1��

③面会制限の解除



13

13

p.  

ୈ
1�
ষ

面
会
制
限

第 12章　面会制限1��

④面会制限に関するQ＆A



13

13

p.  

ୈ
1�
ষ

面
会
制
限

第 12章　面会制限 1��

④面会制限に関するQ＆A



ୈ
1�
ষ

面
会
制
限

第 12章　面会制限1�8



ୈ
1�
ষ

面
会
制
限

第 12章　面会制限 1��



ୈ
1�
ষ

面
会
制
限

第 12章　面会制限1�0



ୈ
1�
ষ

面
会
制
限

第 12章　面会制限 1�1





੍ݟޙͷ׆༻

ୈ1�ষ



(2011)
,

p.141 144

2
17 7 29

0729001 0729001 0729001

2

ୈ
1�
ষ

成
年
後
見
制
度
の
活
用

第 13章　成年後見制度の活用1��

①区市町村長申立の考え方



(2011)
,

p.141 144

2
17 7 29

0729001 0729001 0729001

2

ୈ
1�
ষ

成
年
後
見
制
度
の
活
用

第 13章　成年後見制度の活用 1��

①区市町村長申立の考え方



ୈ
1�
ষ

成
年
後
見
制
度
の
活
用

第 13章　成年後見制度の活用1��

②成年後見制度の概要

 

 

 

 

成年後見制度の活用に関するＱ＆Ａ 

Ｑ１：高齢者の住民票と居住地が異なる場合、市町村長申立てはどちらの自治体が実施するの

が適切でしょうか。 

 ⇒  市町村長申立てについては、「高齢者の実態を最も良く把握している市町村が、通常の

業務の中で把握している情報をもとに請求の必要性を判断することを想定している。」

（「老人福祉法第 32 条に基づく市町村長による法定後見の開始の審判等の請求及び成年

後見制度利用支援事業に関するＱ＆Ａについて（平成12年７月３日事務連絡）」のＱ１回

答を援用させて解釈）ことから、高齢者が現に居住している市町村長が申立ての必要性を

判断し、実施することになります。 
 

Ｑ２：やむを得ない事由による措置で施設に入所した高齢者に、成年後見人等が選任された場

合、措置はどのように取り扱うことになりますか。 

 ⇒  「やむを得ない事由による措置」で入所した高齢者に成年後見人等が選任され、やむを

得ない事由が解消されたと判断できた場合、やむを得ない事由による措置は解除され、成

年後見人等の契約による入所に切り替えます。ただし、後見人等が選任されても、面会制

限を継続する必要性がある場合などは、やむを得ない事由による措置は解除できません。 
    また、後見人等が選任されたことをもって、市町村が行ってきた虐待対応が終結するわ

けではありません。虐待対応を終結するかどうかの判断は、評価会議を開催して検討する

必要があり、終結と評価できない場合、後見人が選任されても、市町村による虐待対応は

継続します。 
    後見人等が選任された後、市町村は後見人等から「やむを得ない事由による措置」によ

り受けた費用を徴収します（老人福祉法に基づく措置に対する「費用徴収」）。なお、生活

保護受給者の場合は費用の徴収はされません。 

Ｑ３：治療が必要であるにもかかわらず、高齢者本人や家族親族が治療を受けいれていない等

の場合、どのように対応すればよいでしょうか。 

 ⇒  高齢者に判断能力がある場合には、高齢者に対して治療を受けるように説得することに

なります。他方、高齢者に判断能力がない場合には、成年後見制度の活用を検討し、成年

後見の審判確定後に、後見人等が法定代理人として医療機関と医療契約を締結して受診す

ることが考えられます。 
    なお、後見人等には、手術等の医療行為についての同意権はないことに注意が必要です。 

Ｑ４：成年後見制度利用支援事業が予算化されていない場合、どのようにしたらいいでしょう

か。 

 ⇒  本人による申立てが可能な場合で、弁護士等が申立代理人となる場合、日本司法支援セ

ンター(「法テラス」)が行っている民事法律扶助による援助により、申立費用（申立手数

料、登記手数料、鑑定費用等。報酬は含まない。）の全額立替払いを受けることができま

す。 

 

 

 

 

 

（４）成年後見制度利用支援事業の活用

 
経済的虐待を受けている場合などは、高齢者の資産から成年後見人等への報酬支払いを確保する

ことが困難ですので、介護保険制度の任意事業である「成年後見制度利用支援事業」によって報酬

助成を行えるような環境を整備することが重要です。 

「成年後見制度利用支援事業」は、成年後見制度の利用が有効と認められるにもかかわらず、制

度に対する理解が不十分であることや費用負担が困難なこと等から制度を利用できないといった事

態を防ぐことを目的とするものです。そのため、以下のような事業内容が例として示されています。

 
【参考】成年後見制度利用支援事業の例 

       ○申立費用、後見人等報酬等に対する助成

        ・申立費用

        ・登記印紙代、鑑定費用、後見人・保佐人等の報酬等 

       ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動

        ・パンフレットの作成・配布（印刷製本費、役務費、委託料等）

        ・説明会・相談会の開催（諸謝金、旅費、会場借上費等）

  なお、成年後見制度利用支援事業の補助対象者については、「成年後見制度利用支援事業に関する

照会について」（平成20年 10月 24日、厚生労働省老健局計画課長）事務連絡において、「成年後見

制度利用支援事業の補助は、市町村長申立てに限らず、本人申立て、親族申立て等についても対象

となりうるものである。」との見解が示されています。この趣旨を踏まえ、市町村においては成年後

見制度利用支援事業の利用促進に努めるべきです。

 

 

 

 

（４）成年後見制度利用支援事業の活用

 
経済的虐待を受けている場合などは、高齢者の資産から成年後見人等への報酬支払いを確保する

ことが困難ですので、介護保険制度の任意事業である「成年後見制度利用支援事業」によって報酬

助成を行えるような環境を整備することが重要です。 

「成年後見制度利用支援事業」は、成年後見制度の利用が有効と認められるにもかかわらず、制

度に対する理解が不十分であることや費用負担が困難なこと等から制度を利用できないといった事

態を防ぐことを目的とするものです。そのため、以下のような事業内容が例として示されています。

 
【参考】成年後見制度利用支援事業の例 

       ○申立費用、後見人等報酬等に対する助成

        ・申立費用

        ・登記印紙代、鑑定費用、後見人・保佐人等の報酬等 

       ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動

        ・パンフレットの作成・配布（印刷製本費、役務費、委託料等）

        ・説明会・相談会の開催（諸謝金、旅費、会場借上費等）

  なお、成年後見制度利用支援事業の補助対象者については、「成年後見制度利用支援事業に関する

照会について」（平成20年 10月 24日、厚生労働省老健局計画課長）事務連絡において、「成年後見

制度利用支援事業の補助は、市町村長申立てに限らず、本人申立て、親族申立て等についても対象

となりうるものである。」との見解が示されています。この趣旨を踏まえ、市町村においては成年後

見制度利用支援事業の利用促進に努めるべきです。

 

 

 

成年後見制度の活用に関するＱ＆Ａ 

Ｑ１：高齢者の住民票と居住地が異なる場合、市町村長申立てはどちらの自治体が実施するの

が適切でしょうか。 

 

 ⇒  市町村長申立てについては、「高齢者の実態を最も良く把握している市町村が、通常の

業務の中で把握している情報をもとに請求の必要性を判断することを想定している。」

（「老人福祉法第 32 条に基づく市町村長による法定後見の開始の審判等の請求及び成年

後見制度利用支援事業に関するＱ＆Ａについて（平成12年７月３日事務連絡）」のＱ１回

答を援用させて解釈）ことから、高齢者が現に居住している市町村長が申立ての必要性を

判断し、実施することになります。 
 

Ｑ２：やむを得ない事由による措置で施設に入所した高齢者に、成年後見人等が選任された場

合、措置はどのように取り扱うことになりますか。 

 

 ⇒  「やむを得ない事由による措置」で入所した高齢者に成年後見人等が選任され、やむを

得ない事由が解消されたと判断できた場合、やむを得ない事由による措置は解除され、成

年後見人等の契約による入所に切り替えます。ただし、後見人等が選任されても、面会制

限を継続する必要性がある場合などは、やむを得ない事由による措置は解除できません。

    また、後見人等が選任されたことをもって、市町村が行ってきた虐待対応が終結するわ

けではありません。虐待対応を終結するかどうかの判断は、評価会議を開催して検討する

必要があり、終結と評価できない場合、後見人が選任されても、市町村による虐待対応は

継続します。 
    後見人等が選任された後、市町村は後見人等から「やむを得ない事由による措置」によ

り受けた費用を徴収します（老人福祉法に基づく措置に対する「費用徴収」）。なお、生活

保護受給者の場合は費用の徴収はされません。 
 
Ｑ３：治療が必要であるにもかかわらず、高齢者本人や家族親族が治療を受けいれていない等

の場合、どのように対応すればよいでしょうか。 

 ⇒  高齢者に判断能力がある場合には、高齢者に対して治療を受けるように説得することに

なります。他方、高齢者に判断能力がない場合には、成年後見制度の活用を検討し、成年

後見の審判確定後に、後見人等が法定代理人として医療機関と医療契約を締結して受診す

ることが考えられます。 
    なお、後見人等には、手術等の医療行為についての同意権はないことに注意が必要です。

 

Ｑ４：成年後見制度利用支援事業が予算化されていない場合、どのようにしたらいいでしょう

か。 

 ⇒  本人による申立てが可能な場合で、弁護士等が申立代理人となる場合、日本司法支援セ

ンター�「法テラス」�が行っている民事法律扶助による援助により、申立費用（申立手数

料、登記手数料、鑑定費用等。報酬は含まない。）の全額立替払いを受けることができま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

（日本社会福祉士会手引きｐ138～141 より） 
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③成年後見制度利用促進基本計画における権利擁護支援の地域連携ネットワーク
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③成年後見制度利用促進基本計画における権利擁護支援の地域連携ネットワーク



家庭裁判所

医療・福祉関係団体

市町村

弁護士会・司法書士会
・社会福祉士会等

民生委員・自治体等
地域関係団体

地域包括支援センター

社会福祉協議会

都道府県

民間団体・ＮＰＯ等

金融機関

医療機関 金融機関

民生委員、ボランティア

家族、親族

介護・福祉サービス事業者 本人 後見人等

チーム

協議会

③
本
人
に
ふ
さ
わ
し
い
成
年
後
見
制
度
の
利
用
に
向
け
た
検
討
・
専
門
的
判
断

専門職による専門的助言等の支援の確保
中核機関が②～④の３つの検討・判断の

進行管理 の役割を担う 専門職団体や関係機関が連携
体制を強化するための協議会

中核機関が事務局の役割を
担う

権
利
擁
護
支
援
の

地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

成
年
後
見
制
度
の
利
用
が
必
要
な
人
を
発
見
し
、
適
切
に
必
要
な
支

援
に
つ
な
げ
る
地
域
連
携
の
仕
組
み

※

中
核
機
関
が
全
体
構
想
の
設
計
・
実
現
の
司
令
塔

の
役
割
を
担

う

福祉関係者（介護支援専門員、
相談支援専門員等）

中核機関

本人に身近な親族、福
祉・医療・地域の関係者
と後見人がチームになっ
て日常的に本人を見守
り、本人の意思や状況
を継続的に把握し必要

な対応を行う体制

●地域の権利擁護支援・成年後見制度利用促進機能の強化向けて、全体構想の

設計とその実現に向けた進捗管理・コーディネート等を行う「司令塔機能」

●地域における「協議会」を運営する「事務局機能」

●地域において「3つの検討・専門的判断（上記②～④）」を担保する

「進行管理機能」

成年後見制度利用促進体制整備委員会「地域における成年
後見制度利用促進に向けた体制整備のための手引き」p.15を
参考に、成年後見制度利用促進室作成

①広報機能
②相談機能
③利用促進機能
④後見人支援機能
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④日常生活自立支援事業と任意後見制度
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http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/sodan/kouken/kouken_kakki.html
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②個人情報保護が必要な対応例
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わ
ず

、年
齢

制
限

な
し 

高
齢

者
︓

65
歳

以
上

の
者

 
障

害
者

︓
⾝

体
障

害
、知

的
障

害
、精

神
障

害
（

発
達

障
害

含
む

）
そ

の
他

心
⾝

の
機

能
の

障
害

が
あ

る
者

 ＊
障

害
者

手
帳

未
取

得
者

を
含

む
 

虐
待

の
 

主
体

 
保

護
者

:親
権

を
⾏

う者
,現

に
監

護
す

る
者

「何
人

も
、児

童
に

対
し、

虐
待

を
して

は
な

らな
い

」（
第

３
条

）
 

配
偶

者
︓

事
実

婚
、配

偶
者

で
あ

った
者

を
含

む
、生

活
の

本
拠

を
共

に
す

る
（

した
）

交
際

相
手

 
養

護
者

︓
高

齢
者

を
現

に
養

護
す

る
者

 
養

護
者

︓
障

害
者

を
現

に
養

護
す

る
者

「何
人

も
、障

害
者

に
対

し、
虐

待
を

して
は

な
らな

い
」（

第
３

条
）

 

虐
待

種
別

 
⾝

体
的

虐
待

、性
的

虐
待

、ネ
グ

レ
クト

、心
理

的
虐

待
(し

つ
け

を
名

目
とし

た
虐

待
の

防
止

第
14

条
)面

前
DV

、ポ
ル

ノの
被

写
体

等
含

む
 

暴
⼒

︓
⾝

体
的

暴
⼒

、精
神

的
暴

⼒
、性

的
暴

⼒
 

⾝
体

的
虐

待
、心

理
的

虐
待

、
放

棄
・放

任
、性

的
虐

待
、経

済
的

虐
待

 
⾝

体
的

虐
待

、心
理

的
虐

待
、放

棄
・放

任
、性

的
虐

待
、経

済
的

虐
待

、 

対
応

責
務

 
都

道
府

県
・政

令
指

定
都

市
・中

核
市

（
児

童
相

談
所

）
、

市
町

村
（

子
ども

家
庭

総
合

支
援

拠
点

）
 

都
道

府
県

（
婦

人
相

談
所

・配
偶

者
暴

⼒
相

談
支

援
セ

ンタ
ー

）
 

市
町

村
 

市
町

村
又

は
そ

の
委

託
を

受
け

た
地

域
包

括
支

援
セ

ンタ
ー

 
市

町
村

（
市

町
村

障
害

者
虐

待
防

止
セ

ンタ
ー

）
 

（
都

道
府

県
障

害
者

権
利

擁
護

セ
ン

ター
は

、使
用

者
と福

祉
施

設
従

事
者

に
よ

る
虐

待
の

み
）

 

本
人

へ
の

 
対

応
 

虐
待

を
受

け
た

児
童

な
どに

対
す

る
支

援
（

第
13

条
2

項
）

家
庭

と同
様

の
環

境
に

お
け

る
児

童
の

養
育

の
推

進
（

第
4

条
第

7
項

）
 

婦
人

相
談

員
に

よ
る

相
談

（
第

4
条

）
婦

人
保

護
施

設
に

お
け

る
保

護
（

第
5

条
）

、警
察

官
に

よ
る

被
害

の
防

止
と本

部
⻑

等
に

よ
る

援
助

（
第

8
条

・8
条

の
2）

福
祉

事
務

所
に

よ
る

⾃
⽴

支
援

（
第

8
条

の
3）

 

高
齢

者
へ

の
相

談
、指

導
、助

言
（

第
6

条
）

 
障

害
者

へ
の

相
談

、指
導

、助
言

（
第

32
条

2
項

2
号

）
 

本
人

 
意

思
 

尊
重

 
との

 
関

係
 

通
 

報
 

通
報

の
段

階
に

尊
重

の
規

定
な

い
 

「そ
の

者
の

意
思

を
尊

重
す

る
よ

う努
め

る
も

の
とす

る
」

（
第

6
条

の
2）

とし
、通

報
の

段
階

か
ら意

思
尊

重
を

明
記

 
通

報
の

段
階

に
意

思
尊

重
の

規
定

な
し 

通
報

の
段

階
に

意
思

尊
重

の
規

定
な

し 

対
 

応
 

当
然

に
尊

重
 

虐
待

対
応

の
基

本
方

針
に

お
い

て
、高

齢
者

の
意

思
の

尊
重

が
謳

わ
れ

て
い

る
 

虐
待

対
応

の
基

本
方

針
に

お
い

て
、障

害
者

の
⾃

⽴
へ

の
支

援
が

謳
わ

れ
て

い
る

 
⾃

⽴
生

活
へ

の
支

援
（

第
41

条
）

 
虐

待
を

した
 

者
へ

の
対

応
 

虐
待

を
⾏

った
保

護
者

に
対

す
る

指
導

（
第

11
条

）
 

入
所

等
措

置
後

の
親

子
再

構
築

支
援

（
第

13
条

の
2）

 
加

害
者

へ
の

支
援

は
明

記
な

し 
養

護
者

へ
の

支
援

は
法

律
名

に
明

記
 

養
護

者
へ

の
相

談
、指

導
、助

言
（

第
6

条
、第

14
条

）
 

養
護

者
へ

の
支

援
は

法
律

名
に

明
記

 
養

護
者

へ
の

相
談

、指
導

、助
言

（
第

14
条

、第
32

条
2

項
2

号
）

 

権
限

⾏
使

 

・警
察

署
⻑

へ
の

援
助

要
請

（
第

10
条

）
 

＊
一

時
保

護
（

第
8

条
2

項
）

 
＊

⽴
入

調
査

 再
出

頭
要

求
 臨

検
 捜

索
等

（
第

9
条

）
 

＊
面

会
・通

信
制

限
（

第
12

条
1

項
）

 
＊

接
近

禁
止

命
令

（
第

12
条

の
4）

 
＊

親
権

停
止

・喪
失

制
度

の
運

用
（

第
15

条
）

 
＊

⾥
親

委
託

・児
童

福
祉

施
設

へ
の

入
所

承
認

 
（

第
12

条
3

項
）

  
 【

＊
は

家
裁

の
関

与
有

】 

地
裁

に
よ

る
保

護
命

令
（

第
10

条
）

 
①

 
被

害
者

へ
の

接
近

禁
止

 
②

 
被

害
者

へ
の

電
話

等
の

禁
止

 
③

 
被

害
者

の
同

居
の

子
へ

の
接

近
禁

止
 

④
 

被
害

者
の

親
族

等
へ

の
接

近
禁

止
 

⑤
 

被
害

者
と共

に
生

活
して

い
る

住
居

か
らの

退
去

等
 

成
年

後
⾒

の
⾸

⻑
申

⽴
（

第
9

条
2

項
）

 
⽼

人
福

祉
法

に
よ

る
措

置
（

第
9

条
2

項
・第

10
条

）
 

⽴
入

調
査

（
第

11
条

）
 

警
察

へ
の

援
助

要
請

（
第

12
条

）
面

会
制

限
（

第
13

条
）

 

⾝
体

障
害

者
福

祉
法

、知
的

障
害

者
福

祉
法

に
よ

る
措

置
（

第
9

条
2

項
）

 
成

年
後

⾒
の

⾸
⻑

申
⽴

（
第

9
条

3
項

）
 

⽴
入

調
査

（
第

11
条

1
項

）
 

警
察

署
⻑

に
対

す
る

援
助

要
請

（
第

12
条

）
 

面
会

の
制

限
（

第
13

条
）

 

法
改

正
 

 
そ

の
他

 

平
成

20
年

4
⽉

改
正

:児
相

強
化

。解
錠

可
。 

平
成

24
年

4
⽉

⺠
法

改
正

:親
権

停
止

（
最

⻑
2

年
）

 
平

成
28

年
6

⽉
児

童
福

祉
法

等
改

正
:児

童
の

意
⾒

が
尊

重
され

,
最

善
の

利
益

が
優

先
して

考
慮

され
る

（
第

2
条

１
項

）
,児

童
の

保
護

者
が

児
童

育
成

の
第

一
義

的
責

任
を

負
う（

第
2

条
2

項
）

,児
相

に
弁

護
士

,児
童

心
理

司
等

を
配

置
（

第
12

条
）

等
新

設
 

＊
「児

童
福

祉
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
の

公
布

に
つ

い
て

（
通

知
）

」参
照

 

平
成

25
年

7
⽉

改
正

︔
「生

活
の

本
拠

を
共

に
す

る
（

した
）

交
際

相
手

」追
加

 
平

成
26

年
4

⽉
改

正
︔

「⺟
子

及
び

寡
婦

福
祉

法
」⇒

「⺟
子

及
び

父
子

並
び

に
寡

婦
福

祉
法

」 
平

成
28

年
6

⽉
⺟

子
及

び
父

子
並

び
に

寡
婦

福
祉

法
改

正
︔

⺟
子

家
庭

等
の

支
援

機
関

へ
の

婦
人

相
談

員
の

追
加

、
⺟

子
父

子
⾃

⽴
支

援
員

の
非

常
勤

規
定

削
除

等
 

平
成

30
年

4
⽉

介
護

保
険

制
度

改
正

に
よ

り、
⽴

入
調

査
の

条
文

第
11

条
第

1
項

「市
町

村
は

・・
介

護
保

険
法

第
百

十
五

条
の

四
十

六
第

二
項

の
規

定
に

よ
り・

・で
き

る
。」

  

平
成

25
年

4
⽉

施
⾏

「障
害

者
総

合
支

援
法

」 
平

成
25

年
6

⽉
改

正
「障

害
者

基
本

法
」 

平
成

26
年

1
⽉

批
准

「障
害

者
の

権
利

に
関

す
る

条
約

」 
平

成
28

年
4

⽉
施

⾏
「障

害
者

差
別

解
消

法
」等

に
お

い
て

も
、

障
害

の
有

無
に

か
か

わ
らな

い
共

生
社

会
の

実
現

、個
人

の
尊

厳
の

尊
重

等
の

権
利

擁
護

の
推

進
が

謳
わ

れ
て

い
る

 

【
参

考
】

児
童

虐
待

防
止

法
、

Ｄ
Ｖ

防
止

法
、

高
齢

者
虐

待
防

止
法

、
障

害
者

虐
待

防
止

法
の

比
較

表
 ＊
高

齢
者

及
び

障
害

者
虐

待
防

止
法

に
お

い
て

は
、「

養
護

者
に

よ
る

虐
待

」に
係

る
部

分
の

記
載

の
み

とし
た

 

「東
京

都
高

齢
者

権
利

擁
護

推
進

事
業

高
齢

者
虐

待
事

例
分

析
検

討
委

員
会

報
告

書
」東

京
都

福
祉

保
健

局
（

平
成

25
年

3
⽉

）
P6

5
よ

り 
（

公
財

）
東

京
都

福
祉

保
健

財
団

 高
齢

者
権

利
擁

護
支

援
セ

ンタ
ー

 一
部

改
変

（
令

和
2

年
2

⽉
版

）
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高齢者虐待及び権利擁護業務に関する関係通知等一覧 
No 通知名・日付文章番号・発信者 名宛人 

１ 
老人ホームへの入所措置等に関する留意事項について（昭和 62 年 1

月 31 日厚生省社会局老人福祉課長通達 社老第 9 号） 

各都道府県・指定都市民生主

管部（局）長 

2 

老人福祉法第 32 条に基づく市町村長による法定後見の開始の審判等

の請求及び「成年後見制度利用支援事業」に関する Q&A について（平

成 12 年 7 月 3 日厚生労働省老健局計画課長事務連絡） 

各都道府県、指定都市、中核

市老人福祉担当課（室）長 

3 

「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律による老人福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

及び知的障害者福祉法の一部改正について」の一部改正について（平

成 17 年 7 月 29 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

長等連名通知 障障発第 0729001 号・障精発第 0729001 号・老計発第

0729001 号） 

各都道府県、指定都市、中核

市民生主管部(局)長 

4 

「老人福祉法第 32 条に基づく市町村長による法定後見の開始の審判

等の請求及び「成年後見制度利用支援事業」に関する Q&A について」

の一部改正について（平成 17 年 7 月 29 日厚生労働省老健局計画課長

事務連絡） 

各都道府県、指定都市、中核

市老人福祉担当課（室）長 

5 
「成年後見制度利用支援事業に関する照会について」（平成 20 年 10

月 24 日厚生労働省老健局計画課長事務連絡） 

各都道府県、指定都市、中核

市民生主管部(局)長 

6 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の施

行を踏まえた高齢者虐待事案への適切な対応について（平成 18 年 3

月 16 日警察庁生活安全局長等連名通知 警察庁丙生企発第 27 号・警

察庁丙給厚発第 6 号・警察庁丙地発第 8号・警察庁丙刑企発第 8 号）

各都道府県警察の長、庁内各

局部課長、各附属機関の長、

各地方機関の長 

7 

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」

第 2 条第 5項に基づく高齢者虐待の解釈について（平成 22 年 9 月 30

日厚生労働省老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室長通知 

老推発第 0930 第 1 号） 

各都道府県、指定都市、中核

市高齢者虐待防止担当部（局）

長 

8 

養介護施設従事者等による高齢者虐待の再発防止について（平成 23

年 9 月 13 日厚生労働省老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推

進室事務連絡） 

各都道府県、指定都市高齢者

虐待防止担当（部）局 

9 

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」

の適切な運用について（平成 23 年 9 月 16 日厚生労働省老健局高齢者

支援課認知症・虐待防止対策推進室事務連絡） 

各都道府県、指定都市高齢者

虐待防止担当（部）局 

10 

サービス付き高齢者向け住宅における虐待防止等の対応について（平

成 24 年 1 月 4 日東京都福祉保健局高齢社会対策部長通知 23 福保高

在第 532 号 ） 

高齢者向け住宅における生活支援サービス提供のあり方指針（平成 27

年 3 月 16 日 26 福保高在第 688 号） 

各区市町村高齢者権利擁護主

管部長 
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No 通知名・日付文章番号・発信者 名宛人 

22 

成年後見制度の診断書の書式の改定と本人情報シートの導入につい

て(周知依頼)（平成 31 年 3 月 18 日厚生労働省社会・援護局地域福祉

課成年後見制度利用促進室等連名事務連絡） 

各都道府県 成年後見制度利

用促進担当課 

23 

身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援

に関するガイドラインの発出について(通知)（令和元年 6月 3 日厚生

労働省医政局総務課長通知 医政総発 0603 第 1 号） 

各都道府県、保健所設置市、

特別区衛生主管部(局)長 

24 

「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支

援に関するガイドライン」について（周知依頼）（令和元年 6 月 3 日

厚生労働省社会・援護局地域福祉課長等連名通知 社援地発 0603 第

１号・社援保発 0603 第 2 号・障障発 0603 第１号・老振発 0603 第１

号） 

各都道府県、指定都市、中核

市関係主管部(局)長 

 

No 通知名・日付文章番号・発信者 名宛人 

11 

DV 被害者等の住所等の記載がある届書等に関する戸籍法第 48 条第 2

項に基づく届書等の記載事項証明書等の取扱いについて(平成 24 年 3

月 23 日法務省民事局民事第一課補佐官(戸籍担当)事務連絡) 

法務局民事行政部戸籍課長、

地方法務局戸籍課長 

12 
高齢者虐待の防止に向けた取組について（平成 24 年 4 月 3 日厚生労

働省老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室事務連絡） 

各都道府県、指定都市高齢者

虐待防止担当（部）局長 

13 

ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等の被害者の保護の

ための措置に係る支援措置申出書の様式の変更と児童虐待等の被害

者の支援措置の実施に関する留意点について（平成 24 年 9 月 26 日総

務省自治行政局住民制度課長通知 総行住第 89 号） 

各都道府県住民基本台帳担当

部長 

14 

住民基本台帳事務処理要領等の一部改正について（平成 24 年 12 月 14

日 24 福保在第 660 号 東京都福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課

長） 

各区市町村高齢福祉担当課長

 

15 

国民年金法施行規則及び日本年金機構の業務運営に関する省令の一

部を改正する省令の施行について（平成 26 年 9 月 29 日厚生労働省大

臣官房年金管理審議官通知 年管発 0929 第 1 号） 

日本年金機構理事長 

16 

市町村や地域包括支援センターにおける高齢者の「セルフ・ネグレク

ト」及び消費者被害への対応について（平成 27 年 7 月 10 日老推発

0710 第 2 号 厚生労働省老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策

推進室長通知） 

各都道府県高齢者保健福祉主

管部長 

17 

成年後見制度の利用の推進に関する法律の施行について（平成 28 年

5 月 16 日府成担第 2 号内閣府成年後見制度利用促進委員会事務局長

及び成年後見制度利用推進担当室長） 

成年後見制度利用促進基本計画の策定について（平成 29 年 3 月 24 日

内閣府大臣官房成年後見制度利用促進担当室長通知 府成担第 5 号）

各都道府県知事 

18 

障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドライン

について（平成 29 年 3 月 31 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉

部長通知 障発 0331 第 15 号） 

各都道府県知事、指定都市市

長、中核市市長 

19 

DV・虐待等被害者に係るマイナンバー制度における不開示措置の周知

について（依頼）（平成 29 年 8 月 9 日 内閣官房番号制度推進室等連

名事務連絡） 

内閣府男女共同参画局推進課 

厚生労働省子ども家庭局家庭

福祉課/社会・援護局障害保健

福祉部障害福祉課/老健局高

齢者支援課 

20 

身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒

否することについて（平成 30 年 4 月 27 日厚生労働省医政局医事課長

通知 医政医発 0427 第２号） 

各都道府県衛生主管部(局)長

21 

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

について（平成 30 年 6 月 22 日厚生労働省老健局長通知 老発 0622

第 1 号） 

各都道府県知事、指定都市市

長 
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No 通知名・日付文章番号・発信者 名宛人 

22 

成年後見制度の診断書の書式の改定と本人情報シートの導入につい

て(周知依頼)（平成 31 年 3 月 18 日厚生労働省社会・援護局地域福祉

課成年後見制度利用促進室等連名事務連絡） 

各都道府県 成年後見制度利

用促進担当課 

23 

身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援

に関するガイドラインの発出について(通知)（令和元年 6月 3 日厚生

労働省医政局総務課長通知 医政総発 0603 第 1 号） 

各都道府県、保健所設置市、

特別区衛生主管部(局)長 

24 

「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支

援に関するガイドライン」について（周知依頼）（令和元年 6 月 3 日

厚生労働省社会・援護局地域福祉課長等連名通知 社援地発 0603 第

１号・社援保発 0603 第 2 号・障障発 0603 第１号・老振発 0603 第１

号） 

各都道府県、指定都市、中核

市関係主管部(局)長 

 

No 通知名・日付文章番号・発信者 名宛人 

11 

DV 被害者等の住所等の記載がある届書等に関する戸籍法第 48 条第 2

項に基づく届書等の記載事項証明書等の取扱いについて(平成 24 年 3

月 23 日法務省民事局民事第一課補佐官(戸籍担当)事務連絡) 

法務局民事行政部戸籍課長、

地方法務局戸籍課長 

12 
高齢者虐待の防止に向けた取組について（平成 24 年 4 月 3 日厚生労

働省老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室事務連絡） 

各都道府県、指定都市高齢者

虐待防止担当（部）局長 

13 

ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等の被害者の保護の

ための措置に係る支援措置申出書の様式の変更と児童虐待等の被害

者の支援措置の実施に関する留意点について（平成 24 年 9 月 26 日総

務省自治行政局住民制度課長通知 総行住第 89 号） 

各都道府県住民基本台帳担当

部長 

14 

住民基本台帳事務処理要領等の一部改正について（平成 24 年 12 月 14

日 24 福保在第 660 号 東京都福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課

長） 

各区市町村高齢福祉担当課長

 

15 

国民年金法施行規則及び日本年金機構の業務運営に関する省令の一

部を改正する省令の施行について（平成 26 年 9 月 29 日厚生労働省大

臣官房年金管理審議官通知 年管発 0929 第 1 号） 

日本年金機構理事長 

16 

市町村や地域包括支援センターにおける高齢者の「セルフ・ネグレク

ト」及び消費者被害への対応について（平成 27 年 7 月 10 日老推発

0710 第 2 号 厚生労働省老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策

推進室長通知） 

各都道府県高齢者保健福祉主

管部長 

17 

成年後見制度の利用の推進に関する法律の施行について（平成 28 年

5 月 16 日府成担第 2 号内閣府成年後見制度利用促進委員会事務局長

及び成年後見制度利用推進担当室長） 

成年後見制度利用促進基本計画の策定について（平成 29 年 3 月 24 日

内閣府大臣官房成年後見制度利用促進担当室長通知 府成担第 5 号）

各都道府県知事 

18 

障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドライン

について（平成 29 年 3 月 31 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉

部長通知 障発 0331 第 15 号） 

各都道府県知事、指定都市市

長、中核市市長 

19 

DV・虐待等被害者に係るマイナンバー制度における不開示措置の周知

について（依頼）（平成 29 年 8 月 9 日 内閣官房番号制度推進室等連

名事務連絡） 

内閣府男女共同参画局推進課 

厚生労働省子ども家庭局家庭

福祉課/社会・援護局障害保健

福祉部障害福祉課/老健局高

齢者支援課 

20 

身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒

否することについて（平成 30 年 4 月 27 日厚生労働省医政局医事課長

通知 医政医発 0427 第２号） 

各都道府県衛生主管部(局)長

21 

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

について（平成 30 年 6 月 22 日厚生労働省老健局長通知 老発 0622

第 1 号） 

各都道府県知事、指定都市市

長 
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  πႩᝠׇඥ人ிʮᣃᅦᅍ̬ͤᝠׇ 人成ᢿᅦᅍ人成ܴ 

   高齢者ೌ利ઢᜱ支援ǻȳǿȸ 

 

 

  
 

̅用ɥのදॖ 
 

本ཋのμᢿまたはɟᢿのᙐϙȷᙐᙌȷ᠃ᚪ᠍ƓよƼᄬൢまたはήᚡۥ体ǁの入

щ等をᅠơます。これらのᚩᜄにƭいてはɦᚡまでƝༀ˟ƘƩさい。 

 

本ཋにਫ਼᠍されたᓸ˺ཋを̅用される場合は、ᲢπᝠᲣிʮᣃᅦᅍ̬ͤᝠׇ人

成ᢿᅦᅍ人成 Ტܴ高齢者ೌ利ઢᜱ支援ǻȳǿȸᲣの̅用ᚩᜄを受けてƘƩさい。

また、本ᛏにਫ਼᠍されたᓸ˺ཋを̅用して事業إԓ等をᘍう場合には、ᲢπᝠᲣிʮᣃ

ᅦᅍ̬ͤᝠׇ高齢者ೌ利ઢᜱ支援ǻȳǿȸのᓸ˺ཋを̅用したことをଢᚡしてƘƩ

さい。たƩし、૰のࡽ用ΨであるҽဃіႾ、ிʮᣃӏƼᲢπᅈᲣଐ本ᅈ˟ᅦᅍٟ

˟、ᲢɟᝠᲣ長ݤᅈ˟ႆǻȳǿȸ˺成૰をᨊƖます。 
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ிʮᣃૼܿғᙱૼܿ２ɠႸᲱဪ１ӭ ݱဋ࣯ᇹɟဃԡȓȫ１Ჳ᨞ 

πႩᝠׇඥ人ிʮᣃᅦᅍ̬ͤᝠׇ 人成ᢿᅦᅍ人成ܴ 
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